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１ 介護保険課の連絡先について 

 

小牧市 福祉部 介護保険課 

〒485-8650 小牧市堀の内三丁目１番地 

開庁時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

※令和７年１１月４日（火）から下記時間帯に変更となります。 

重要事項説明書等に時間の記載がある場合は、変更をお願いします。 

 午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで 

閉 庁 日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

Ｆ Ａ Ｘ：0568-76-4595   メール：kaigo@city.komaki.lg.jp 

※ＦＡＸは複数課共通の番号であるため、必ず「介護保険課宛」と記載していただく

ようお願いいたします。 

 

保険資格係 0568-76-1197（直通） 

【業務内容】 

・介護保険被保険者の資格の得喪に関すること 

・介護保険料の賦課に関すること 

 

（例）介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届、住所地特例、介護保険被保険者証、

負担割合証、発送先変更申請、地域密着型サービスの公募 など 

 

認定係   0568-76-1198（直通） 

【業務内容】 

・介護認定事務に関すること 

 

（例）介護保険要介護・要支援認定申請、個人情報開示請求 など 

 

給付指導係 0568-76-1153（直通） 

【業務内容例】 

・介護保険の給付及び給付の適正化に関すること 

・介護サービス事業者の指定及び指導に関すること 

・介護予防・日常生活支援総合事業サービスに関すること 

 

（例）地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービス及び居宅介護 

支援事務所等の指定・変更・廃止・休止・再開・加算等の届出、住宅改修費、

特定福祉用具販売、例外給付、居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変

更）届出書、負担限度額認定証、事故報告 など 
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２ 変更・廃止・休止・再開・加算における届出について 

 

小牧市において指定を行う事業所の変更届及び加算届は、小牧市に提出する必要があり

ます。特に、通所介護・訪問介護の変更届及び加算届を尾張福祉相談センターに届け出

た場合は、総合事業に関して小牧市にも忘れず届出をするようお願いいたします。（通

所介護・訪問介護のみ該当する変更及び加算であれば小牧市への提出は不要です。） 

 

介護保険指定関係受付機関一覧

愛知県
高齢福祉課

尾張福祉相談
センター

訪問介護事業 〇

訪問入浴介護事業(＊) 〇

訪問看護事業(＊) 〇

訪問リハビリテーション事業(＊) 〇

居宅療養管理指導事業(＊) 〇

通所介護事業 〇

通所リハビリテーション事業(＊) 〇

短期入所生活介護事業(＊) 〇※１ 〇※２

短期入所療養介護事業(＊) 〇※３ 〇※４

特定施設入居者生活介護事業(＊) 〇

福祉用具貸与事業(＊) 〇

特定福祉用具販売事業(＊) 〇

〇

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 〇

夜間対応型訪問介護事業 〇

地域密着型通所介護事業 〇

認知症対応型通所介護事業(＊) 〇

小規模多機能型居宅介護事業(＊) 〇

認知症対応型共同生活介護事業(＊) 〇

地域密着型特定施設入居者生活介護事業 〇

地域密着型介護老人福祉施設 〇

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 〇

〇

〇

介護老人福祉施設 〇

介護老人保健施設 〇

介護医療院 〇

介護療養型医療施設 〇

※３　みなし指定のみ　※４　一般指定のみ

(＊)は、予防サービスを含む

※１　空床型のみ（地域密着型特養で、併設ショートがある場合を除く。）

※２　単独型・併設型及び地域密着型の空床利用型（併設がある場合）のみ

介護予防支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

施
設
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

愛知県
小牧市

居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

居宅介護支援事業
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（１）変更届出書 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）で定める事項について、指

定申請の内容から変更があったときは変更後１０日以内に届け出る必要があります。 

※令和８年１月からは、電子申請・届出システムによる届出をご利用ください。 

※運営規程の内容のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以

下のア・イに該当しない場合は、年に１回、６月１日現在の状況を６月末まで

に郵送で届け出るだけで結構です（特例の届出）。 

 

《次の場合は、変更後１０日以内に提出が必要です》 

ア 介護報酬の加算の体制に影響のあるもの 

イ 次の職種に該当するもの（兼務関係の変更も届出が必要） 

a 管理者（全サービス） 

b 訪問介護事業所のサービス提供責任者 

c 介護支援専門員（全サービス） 

d 認知症対応型共同生活介護事業の計画作成担当者 

  

《次の場合は、特例の届出が不要です》 

 従業員の変更以外の届出事由（定員の変更、営業時間の変更、加算の届出等）に

より、小牧市に届け出る際、併せて従業員の変更も届け出ますと、変更年月日以降

初めての６月１日の届出は不要になります。 

  

 

令和３年４月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の各職種の員

数の記載方法・運営規程変更届出の頻度について以下の取扱いが可能となりました。 

・人員基準を満たす範囲で「○人以上」と記載して差し支えない。 

 ※もっとも、従前のとおり「○人」と記載することを妨げない。 

・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。 

・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は

常勤換算数を記載する。 

・６月特例については、変更なし。 

※「○人以上」と記載した場合は、毎年６月１日現在で「○人未満」にならなければ、

６月特例を用いて変更届を提出する必要はない。 
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《次の場合は、変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があ

ります。》 

下記の場合は、変更届出ではなく、移転後の事業所で新規申請をすることとなり、

移転前の事業所は廃止することとなります。指定日については、以下の事例が生じる

日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、お早めにご相談ください。 

 

 ア 同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合 

 イ 法人合併等により、申請法人が変わる場合 

※廃止日と指定日に差が生じてサービス提供の空白期間が発生し、利用者が不利益

を被ることのないよう、日程調整をお願いします。 

 

（２）廃止・休止・再開届出書について 

指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日

の１か月前までに、その旨を小牧市長に提出しなければなりません。 

また、指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、１０日以内に、

その旨を小牧市長に提出しなければなりません。 

休止期間は原則６か月ですので、６か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止

届を提出してください。 

廃止・休止にあたっては、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を確認します。 

※令和８年１月からは、電子申請・届出システムによる届出をご利用ください。 

 

（３）介護給付費算定に係る届出書について 

  事業所指定の申請時や届出の内容に変更が生じた場合は「介護給付費算定に係る

体制等に関する届出書（介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関

する届出書）」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（介護予防・日常生活

支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表）」等を提出してください。 

 ※令和８年１月からは、電子申請・届出システムによる届出をご利用ください。 

※提出時期によって加算の算定開始時期が異なるためご注意ください。 
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●加算等の算定開始時期（提出時期） 

＜介護職員等処遇改善加算以外の加算＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの種類 算定の開始時期 

夜間対応型訪問介護 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型通所介護 

居宅介護支援 

介護予防支援 

介護予防訪問型サービス 

生活支援訪問型サービス 

短期集中リハビリ訪問型サービス 

介護予防通所型サービス 

健康維持通所型サービス 

短期集中運動器向上通所型サービス 

届出が毎月１５日以前になされた

場合には翌月の初日から、１６日以

降になされた場合には翌々月の初

日から 

サービスの種類 算定の開始時期 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 

届出を受理した日が属する月の翌

月の初日（届出を受理した日が月の

初日である場合は当該月） 
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＜介護職員等処遇改善加算＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護職員等処遇改善加算の加算率の変更（Ⅱ→Ⅰ等）の提出時期は、＜介護職員等処

遇改善加算以外の加算＞と同じになります。 

※加算の取下げや減算は速やかに届け出ること。 

 

（４）各種申請書類の必要な添付書類の見直しについて 

 今回の電子申請・届出システムが開始にともない、添付書類の見直しを行って 

います。見直しが終了しましたら、１２月中旬にホームページに掲載しますの

で、令和８年１月からは、新しい添付書類を確認して、申請してください。 

 

  

サービスの種類 加算の提出時期 

夜間対応型訪問介護 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型通所介護 

介護予防訪問型サービス 

介護予防通所型サービス 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 

年度の途中で算定を受ける場合は、

算定を受けようとする月の前々月

の末日まで 
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【居宅介護支援事業所】          令和７年１２月末までに申請する場合 
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【介護予防支援】             令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

サ
ー

ビ
ス
提
供
責
任
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
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営
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利
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通
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地
域

L
I
F
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へ
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携
強
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加
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）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第三号（一））
○

注７
○ ○ ○

○

注７
○ ○

○

注８
○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ケ月以内のもの ○

誓約書（標準様式5）
○

注２

○

注２

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式7） △
△

注３

△

注３
○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △

運営規程 △
△

注３

△

注３
○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式1）【４週間分】及び勤務シフト体制表
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注３

注４

○

注３

注４

○
○

注1
○

管理者経歴書（参考様式2） 〇

サービス提供責任者経歴書（参考様式2）
○

注４

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関係がわかるもの
○

注４

○

注４

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の確認ができる書類を添付）
○

注４

○

注1

事業所平面図（標準様式2）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○

主要な場所の写真（参考様式13） ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの（不動産の登記事項証明書の写
し、固定資産税納税通知書の写し等）

○

注５
○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費算定に係る体制等に関する届
出書

○
○

注９

○

注９
○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費算定に係る体制等状況一覧
表

○
○

注９

○

注９
○

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書（別紙10）
○

注１０

口腔連携強化加算に関する届出書（別紙11） ●

再開届出書（様式第三号（二）） ○

廃止・休止届出書（様式第三号（三）） 
○

注６
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・職員の募集広告等

○

注６

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・指定（更新）通知書の原本

○

☆事前相談が必要です。

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する必要はありません。

注３）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注４）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注５）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注９）減算となる場合にのみ、届出てください。

注１０）同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90％以上）に該当する場合のみ添付してください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

注７）法人の代表者又は管理者を変更する場合は、「３　変更の内容」に法人代表者又は管理者の氏名（ふりがな記載）、生年月日、郵便番号、住所を必ず記載してください。

注８）市郡を超える移転の場合は図面相談の上、変更日の前々月末日までに変更届出を提出してください。なお、場合によって追加資料を求めることがあります。

2024/4/1

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（介護予防訪問型サービス・生活支援訪問型サービス） 小牧市

注６）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当
　　しない場合もありますので、十分検討してください。

△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

【介護予防・日常生活支援総合事業】     令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要
となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提
供
時

間

）

利
用
定
員

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー

プ
活
動
加
算

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
栄
養
改
善
体
制

口
腔
機
能
向
上
加
算

一
体
的
サ
ー

ビ
ス
提
供
加
算

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

看
護
職
員
配
置
加
算

（
健
康
維
持
通
所
型

サ
ー

ビ
ス
の
み

）

休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第三号（一））
○

注10
○ ○ ○

○

注10
○

〇

注11
○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ケ月以内のもの ○

誓約書（標準様式5）
○

注２

○

注２

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式7） △
△

注３
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注３
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式1）【４週
間分】

○

注３

注４

○

注５

○

注６

○

注1
〇 ● ● ● ● ○

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関
係がわかるもの

○

注４

管理者経歴書（参考様式２） 〇

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の
確認ができる書類を添付）

○

注1
● ● ●

事業所平面図（標準様式２）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○
○

注６

主要な場所の写真（参考様式13） ○ ○
○

注６

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの
（不動産の登記事項証明書の写し、固定資産税納税通知書
の写し等）

○

注７
○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費
算定に係る体制等に関する届出書

○ ○
〇

注12

〇

注12
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費
算定に係る体制等状況一覧表

○ ○
〇

注12

〇

注12
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

連携先との契約書等の写し
●

注9

協力医療連携施設との協定書等の写し ●

再開届出書（様式第三号（二）） ○

廃止・休止届出書（様式第三号（三）） 
○

注８
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・職員の募集広告等

○

注８

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・指定（更新）通知書の原本

○

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注5）所要時間に変更がない場合は、添付する必要はありません。

注6）定員減の場合は添付する必要はありません。

注7）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注10）法人の代表者又は管理者を変更する場合は、「３　変更の内容」に法人代表者又は管理者の氏名（ふりがな記載）、生年月日、郵便番号、住所を必ず記載してください。

注11）市郡を超える移転の場合は図面相談の上、変更日の前々月末日までに変更届出を提出してください。なお、場合によって追加資料を求めることがあります。

注１２）減算となる場合にのみ、届出てください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（介護予防通所型サービス・健康維持通所型サービス） 小牧市

注9）他の介護事業所、医療機関との連携により管理栄養士を配置する場合のみ添付してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要） 2024/4/1

注8）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、
　　状況によっては休止届に該当しない場合もありますので、十分検討してください。

令和７年１２月末までに申請する場合 
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令和７年１２月末までに申請する場合

 
  

※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提
供
時

間

）

従
業
者
の
変
更

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第三号（一））
○

注７
○ ○ ○

○

注７
○

○

注８
○

○

注１
○ ○ △ ○

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ケ月以内のもの ○

誓約書（標準様式5）
○

注２

○

注２

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式7） △
△

注３
○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △

運営規程 △
△

注３
○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式1）【４週間分】及び勤務シフト体制表
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注３

注４

○
○

注1
○

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関係がわかるもの
○

注４

管理者経歴書（参考様式２） 〇

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の確認ができる書類を添付）
○

注1

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

事業所平面図（標準様式3）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○

主要な場所の写真（参考様式13） ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの（不動産の登記事項証明書の写
し、固定資産税納税通知書の写し等）

○

注５
○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費算定に係る体制等に関する届
出書

○

注９

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費算定に係る体制等状況一覧
表

○

注９

再開届出書（様式第三号（二）） ○

廃止・休止届出書（様式第三号（三）） 
○

注６
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・職員の募集広告等

○

注６

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・指定（更新）通知書の原本

○

☆事前相談が必要です。

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する必要はありません。

注３）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注４）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注５）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注9）減算となる場合にのみ、届出てください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

注７）法人の代表者又は管理者を変更する場合は、「３　変更の内容」に法人代表者又は管理者の氏名（ふりがな記載）、生年月日、郵便番号、住所を必ず記載してください。

注８）市郡を超える移転の場合は図面相談の上、変更日の前々月末日までに変更届出を提出してください。なお、場合によって追加資料を求めることがあります。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（短期集中訪問型リハビリテーションサービス） 小牧市

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類 2024/4/1

注６）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当
　　しない場合もありますので、十分検討してください。
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要
となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提
供
時

間

）

利
用
定
員

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

送
迎
加
算

休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第三号（一））
○

注９
○ ○ ○

○

注９
○

○

注１０
○ ○

○

注１
○ ○ △ △ ○

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ケ月以内のもの ○

誓約書（標準様式5）
○

注２

○

注２

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式7） △
△

注３
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △

運営規程 △
△

注３
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式1）【４週
間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注３

注４

○

注５

○

注６

○

注1
○

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関
係がわかるもの

○

注４

管理者経歴書（参考様式２） 〇

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の
確認ができる書類を添付）

○

注1

事業所平面図（標準様式3）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○
○

注６

主要な場所の写真（参考様式13） ○ ○
○

注６

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの
（不動産の登記事項証明書の写し、固定資産税納税通知書
の写し等）

○

注７
○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費
算定に係る体制等に関する届出書

○

注１１
〇

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費
算定に係る体制等状況一覧表

○

注１１
〇

再開届出書（様式第三号（二）） ○

廃止・休止届出書（様式第三号（三）） 
○

注８
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・職員の募集広告等

○

注８

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（参考様式16）
・指定（更新）通知書の原本

○

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注5）所要時間に変更がない場合は、添付する必要はありません。

注6）定員減の場合は添付する必要はありません。

注7）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注1１）減算となる場合にのみ、届出てください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

注10）市郡を超える移転の場合は図面相談の上、変更日の前々月末日までに変更届出を提出してください。なお、場合によって追加資料を求める
ことがあります。

　　状況によっては休止届に該当しない場合もありますので、十分検討してください。

注8）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、

△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
2024/4/1

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（短期集中運動器向上通所型サービス） 小牧市

注9）法人の代表者又は管理者を変更する場合は、「３　変更の内容」に法人代表者又は管理者の氏名（ふりがな記載）、生年月日、郵便番号、住所
を必ず記載してください。

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要
となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提

供
時
間

）

利
用
定
員
　
☆

従
業
者

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

2
4
時
間
通
報
対
応
加
算

特
別
地
域
加
算

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事

業
所
加
算

（
地
域
に
関
す
る
状
況

）

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

事
業
の
休
止

（
１

カ

月

前
の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前
の

締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書（標

準様式6） ※別紙①を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式1）【４週
間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注3

注4

○ ○
○

注1
● ● ○

経歴書（標準様式2）
○

注4

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関
係がわかるもの

○

注4

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の
確認ができる書類を添付）

△

注1

注5

事業所平面図（標準様式3）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○ ○

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの
（不動産の登記事項証明書（原本）、固定資産税納税通知書
の写し等）

○

注5
○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜地域密着
型用＞

○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○

認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12） ●

24時間通報対応加算に係る届出書（別紙43） ●

研修修了証の写し ●

看護職員・介護職員ごとの研修計画の写し（加算Ⅱの場合
のみ）

●

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三））
○

注6
〇

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注6

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注7

△

注7

△

注7

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注5）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注7）代表者が変更する場合に必要です。

注8）外部との連携により算定する場合は協定書等の写しを提出してください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（夜間対応型訪問介護） 小牧市

2024/4/1

注6）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に
該当しない場合もありますので、十分検討してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

【地域密着型サービス】             令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要
となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提

供
時
間

）

利
用
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

感
染
症
又
は
災
害
の
発
生
を
理
由
と

す
る
利
用
者
数
の
減
少
が
一
定
以
上

生
じ
て
い
る
場
合
の
対
応

（
３
％
加

算

）

時
間
延
長
サ
ー

ビ
ス
体
制

入
浴
介
助
体
制

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

個
別
機
能
訓
練
加
算

A
D
L
維
持
等
加
算
の
申
出
の
有
無

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
栄
養
改
善
体
制

口
腔
機
能
向
上
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

事
業
の
休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号の規定

に該当しない旨の誓約書（標準様式６）

※介護予防サービスを行っていない場合は別紙①を、行っている場合

は別紙①、③を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）【４週
間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注3

注4

○ ○
○

注1
○ ● ● ● ● ○

経歴書（標準様式２）
○

注4

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関
係がわかるもの

○

注4

認知症対応型サービス事業管理者研修の修了証 ○

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の
確認ができる書類を添付）

● ● ●

事業所平面図（標準様式3）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○ ○ ●

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○ ●

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの
（不動産の登記事項証明書（原本）、固定資産税納税通知書
の写し等）

○

注5
○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜地域密着
型用＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護各種
加算体制届出書（別紙2）

● ●

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬によ
る評価　届出様式（別紙2-1）

〇

入浴介助に係る研修を実施することが分かる資料 ●

協力医療提供施設との協定書等の写し ●
●

注8

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注6
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注6

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注7

△

注7

△

注7

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注5）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注7）代表者が変更する場合に必要です。

注8）外部との連携により算定する場合は協定書等の写しを提出してください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

2024/4/1

注6）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当し
　　ない場合もありますので、十分検討してください。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（認知症対応型通所介護） 小牧市

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要となる場合
もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

介
護
支
援
専
門
員

協
力
医
療
機
関

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

登
録
定
員
・
利
用
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

短
期
利
用
型

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

認
知
症
加
算
Ⅰ
・
Ⅱ

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

看
護
職
員
配
置
加
算

看
取
り
連
携
体
制
加
算

総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

訪
問
体
制
強
化
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

事
業
の
休
止

（
１

カ

月
前

の
締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月
前

の
締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号の規定に該当しな

い旨の誓約書（標準様式６）
※介護予防サービスを行っていない場合は別紙①を、行っている場合は別紙①、

③を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

認知症対応型サービス事業開設者研修の研修修了証（代表者変更の
場合）

○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）【４週間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注3

注4

○

注3

注4

○
○

注1
● ○ ● ● ○

経歴書（標準様式２）
○

注4

○

注4

資格証明証（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の確認ができ
る書類を添付）

△

注1

注5

●

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関係がわかる
もの

○

注4

○

注4

認知症介護実践者研修（旧基礎課程）修了証
認知症対応型サービス事業管理者研修修了証

○

認知症介護実践者研修（旧基礎課程）修了証
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修修了証

○

介護支援専門員の登録証 ○

実務経験証明書（参考様式14）
○

注6

協定書・連携契約書の写し（診療科目がわかるものも添付） ○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

事業所平面図（標準様式３）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○ ○

事業所の部屋別施設（参考様式21） ○ ○ ○

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの（不動産の
登記事項証明書（原本）、固定資産税納税通知書の写し等）

○

注7
○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜地域密着型用＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護各種加
算体制届出書（別紙3）

● ●

認知症加算（Ⅰ）、（Ⅱ）に係る届出書（別紙44） ●

看取り連携体制加算に係る届出書（別紙13） ●

総合マネジメント体制強化加算に係る届出書（別紙42） ●

訪問体制強化加算に係る届出書（別紙45） ●

生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙28）
・委員会の議事概要
・成果の確認の根拠データ（Ⅰを算定する場合のみ）（別紙2）

●

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注8
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注8

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注9

△

注9

△

注9

☆事前相談が必要です。

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注３）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注４）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注５）看護職員の変更の場合は添付してください。

注６）認知症高齢者の介護従事経験３年以上の必要な知識と経験を持つことが示されていることが必要です。

注７）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注９）代表者が変更する場合に必要です。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

2024/4/1

注８）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当しない場合もありますので、十分検討してく
ださい。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（小規模多機能型居宅介護） 小牧市

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の
書類が必要となる場合もあります。

法

人

の

名

称

・

所

在

地

・

代

表

者

法

人

の

電

話

番

号

・

F

A

X

番

号

事

業

所

の

電

話

番

号

・

F

A

X

番

号

建

物

の

構

造

・

専

用

区

画

等

　

☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

計
画
作
成
担
当
者
の
変
更

協
力
医
療
機
関
の
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

ユ
ニ

ッ
ト
増
減
　
☆

利
用
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

L
I
F
E
へ
の
登
録

短
期
利
用
型

夜
間
勤
務
条
件
基
準

職

員

の

欠

員

に

よ

る

減

算

の

状

況

身
体
拘
束
廃
止
取
組
の
有
無

高

齢

者

虐

待

防

止

措

置

実

施

の

有

無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

３

ユ

ニ

ッ
ト

の

事

業

所

が

夜

勤

職

員

を

２

人

以

上

と

す

る

場

合

夜
間
支
援
体
制
加
算

若

年

性

認

知

症

利

用

者

受

入

加

算

利
用
者
の
入
院
期
間
中
の
体
制

看
取
り
介
護
加
算

医
療
連
携
体
制
加
算
Ⅰ

医
療
連
携
体
制
加
算
Ⅱ

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

認
知
症
チ
ー

ム
ケ
ア
推
進
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

高

齢

者

施

設

等

感

染

対

策

向

上

加

算

生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

事

業

の

休

止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事

業

の

廃

止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第

2項各号の規定に該当しない旨の誓約書（標準様式６）

※介護予防サービスを行っていない場合は別紙①を、

行っている場合は別紙①、③を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

認知症対応型サービス事業開設者研修の修了
証（代表者の変更の場合）

○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準
様式１）【４週間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提

出

○

注3

注4

○

注3

注4

○
○

注1
● ● ○ ● ● ● ○

経歴書（標準様式２）
○

注4

○

注4

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し
等の雇用関係がわかるもの

○

注4

○

注4

認知症対応型サービス事業管理者研修の修了
証

○

注4

認知症介護実践者研修（旧基礎課程）の修了
証

○

注4

介護支援専門員の登録証
△

注4

実務経験証明書（参考様式14）
○

注5

△

注4

注5

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

協定書・連携契約書の写し（診療科目がわかる
ものも添付）

○ ●

事業所平面図（標準様式３）
※専用区画変更の場合は変更前も添付

○ ○ ○ ○

事業所の部屋別施設（参考様式21） ○ ○ ○ ○

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係が
わかるもの（不動産の登記事項証明書（原本）、
固定資産税納税通知書の写し等）

○

注6
○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
＜地域密着型用＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対
応型共同生活介護各種加算体制届出書（別紙4）

●

看取り介護加算に係る届出書（別紙47） ●

認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12-2） ●

認知症チームケア推進加算に係る届出書（別紙40） ●

夜間支援体制加算に係る届出書（別紙46） ●

医療連携体制加算Ⅰに係る届出書（別紙48） ●

医療連携体制加算Ⅱに係る届出書（別紙48-2） ●

高齢者施設等感染対策向上加算に関する届出書
（別紙35）

●

生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙28）
・委員会の議事概要
・成果の確認の根拠データ（Ⅰを算定する場合の
み）（別紙2）

●

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸
籍抄本等の確認ができる書類を添付）

●

・重度化対応指針
・連絡体制図
・医療連携体制契約書の写し

●

研修修了証の写し ● ●

看護職員・介護職員ごとの研修計画の写し（加
算Ⅱの場合のみ）

●

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注7
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書
類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注7

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注8

△

注8

△

注8

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注6）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注8）代表者が変更する場合に必要です。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

2024/4/1

注7）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当
　　しない場合もありますので、十分検討してください。

注5）管理者であれば認知症高齢者の介護従事経験3年以上の必要な知識と経験を持つ内容の証明書。計画作成担当者であれば特養の生活相談員や老健の支援相談員等
　　として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる内容の証明書（介護支援専門員であれば不要）

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（認知症対応型共同生活介護） 小牧市

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の
書類が必要となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

介
護
支
援
専
門
員

協
力
医
療
機
関

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

入
所
者
の
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

L
I
F
E
へ
の
登
録

夜
間
勤
務
条
件
基
準

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

安
全
管
理
体
制

栄

養

ケ

ア

・

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

の

実

施

の

有

無

ユ
ニ

ッ
ト
ケ
ア
体
制

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

身
体
拘
束
廃
止
取
組
の
有
無

日
常
生
活
継
続
支
援
加
算

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
導
入

（
日
常
生
活
支
援
加
算
関
係

）

看
護
体
制
加
算

夜
勤
職
員
配
置
加
算

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
導
入

（
夜
勤
職
員
配
置
加
算
関
係

）

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

個
別
機
能
訓
練
加
算

A
D
L
維
持
等
加
算
の
申
出
の
有
無

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

常
勤
専
従
医
師
配
置

精
神
科
医
師
定
期
的
療
養
指
導

障
害
者
生
活
支
援
体
制

栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
体
制

療
養
食
加
算

配
置
医
師
緊
急
時
対
応
加
算

看
取
り
介
護
体
制

在
宅
・
入
所
相
互
利
用
体
制

小
規
模
拠
点
集
合
体
制

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

認
知
症
チ
ー

ム
ケ
ア
推
進
加
算

褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

排
せ
つ
支
援
加
算

自
立
支
援
促
進
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

安
全
対
策
体
制

高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない

旨の誓約書（標準様式６）※別紙①を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準
様式１）【４週間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提

出

○

注3

注4

○

注3

注4

○
○

注1
○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

経歴書（標準様式２）
○

注4

○

注4

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し
等の雇用関係がわかるもの

○

注4

○

注4

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸
籍抄本等の確認ができる書類を添付）

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

介護支援専門員の登録証 ○

実務経験証明書（参考様式14） △

協定書・連携契約書の写し（診療科目がわかる
ものも添付）

○ ● ●

配置医師又は協力医療機関との取り決めの内
容の写し

●

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

事業所平面図（標準様式３）
※専用区画変更の場合は変更前も添付

○ ○ ○

事業所の部屋別施設（参考様式21） ○ ○ ○

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係が
わかるもの（不動産の登記事項証明書（原本）、
固定資産税納税通知書の写し等）

○

注5
○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
＜地域密着型用＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型介護老人福祉施設各種加算体制
届出書（別紙6）

● ● ● ●

看護体制加算に係る届出書（別紙25-2） ●

看取り介護体制に係る届出書（別紙34） ●

栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙38） ● ●

日常生活継続支援加算に関する届出書（別紙
37）

●

テクノロジーの導入による日常生活継続支援加
算に関する届出書（別紙37-2）

●

配置医師緊急時対応加算に係る届出書（別紙
39）

●

テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に
係る届出書（別紙27）

●

認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12-2） ●

認知症チームケア推進加算に係る届出書（別
紙40）

●

褥瘡マネジメント加算に関する届出書（別紙41） ●

安全対策に係る外部研修修了証の写し ●

高齢者施設等感染対策向上加算に関する届出
書（別紙35）

●

生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙
28）
・委員会の議事概要
・成果の確認の根拠データ（Ⅰを算定する場合
のみ）（別紙2）

●

安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減
が図られていることを確認した議事概要

● ●

見守り機器の写真及び目録 ●

喀痰吸引事業者の登録通知書の写し（加算Ⅲ・
Ⅳを算定する場合）

●

・研修修了証の写し
・研修・会議に対する事業所の取組方針

●

看護職員・介護職員ごとの研修計画の写し（加
算Ⅱの場合のみ）

●

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注6
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書
類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注6

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注7

△

注7

△

注7

☆事前相談が必要です。

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注３）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注４）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注５）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注７）代表者が変更する場合に必要です。。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

注６）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当しない場合もありますので、十分検討してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 小牧市

2024/4/1

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要となる場合
もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

介
護
支
援
専
門
員

協
力
医
療
機
関

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

登
録
定
員
・
利
用
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

短
期
利
用
型

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

訪
問
看
護
体
制
減
算

サ
テ
ラ
イ
ト
体
制

認
知
症
加
算
Ⅰ
・
Ⅱ

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
栄
養
改
善
体
制

口
腔
機
能
向
上
加
算

緊
急
時
対
応
加
算

特
別
管
理
体
制

専
門
管
理
加
算

タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算

看
護
体
制
強
化
加
算

訪
問
体
制
強
化
加
算

総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

排
せ
つ
支
援
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

休
止

（
１
カ

月
前

の
締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ
月
前

の
締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書（標準様式６）

※別紙①を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3

△

注3
△ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

認知症対応型サービス事業開設者研修の研修修了証（代表者変更の
場合）又は保健師若しくは看護師の資格証

○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）【４週間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注3

注4

○

注3

注4

○
○

注1
● ○ ● ● ● ○

経歴書（標準様式２）
○

注4

○

注4

資格証明証（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の確認ができ
る書類を添付）

△

注1

注5

● ●

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関係がわかる
もの

○

注4

○

注4

認知症介護実践者研修（旧基礎課程）修了証
認知症対応型サービス事業管理者研修修了証
又は保健師若しくは看護師の資格証

○

認知症介護実践者研修（旧基礎課程）修了証
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修修了証

○

介護支援専門員の登録証 ○

実務経験証明書（参考様式14）
○

注6

協定書・連携契約書の写し（診療科目がわかるものも添付） ○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

事業所平面図（標準様式３）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○ ○

事業所の部屋別施設（参考様式21） ○ ○ ○

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○ ○

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの（不動産の
登記事項証明書（原本）、固定資産税納税通知書の写し等）

○

注7
○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜地域密着型用＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護小規模多機能型居宅介護各種加算体制届出書（別紙8） ● ● ●

緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・
ターミナルケア体制に係る届出（別紙16）

● ● ●

専門管理加算に係る届出書（別紙17）
・研修を修了したことが確認できる文書

●

看護体制及びサテライト体制に係る届出書（別紙49） ● ● ●

認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る届出書（別紙44） ●

褥瘡マネジメントに関する届出書（別紙41） ●

総合マネジメント体制強化加算に係る届出書（別紙42） ●

訪問体制強化加算に係る届出書（別紙45） ●

生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙28）
・委員会の議事概要
・成果の確認の根拠データ（Ⅰを算定する場合のみ）（別紙2）

●

連携先との契約書等の写し
●

※10

登録特定行為事業者または登録喀痰吸引等事業者の登録通知の写し

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注8
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）
・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注8

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注9

△

注9

△

注9

☆事前相談が必要です。

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注３）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注４）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注５）看護職員の変更の場合は添付してください。

注６）認知症高齢者の介護従事経験３年以上の必要な知識と経験を持つことが示されていることが必要です。

注７）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注９）代表者が変更する場合に必要です。

注１０）外部との連携により算定する場合は連携先との契約書等の写しを提出してください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（看護小規模多機能型居宅介護） 小牧市

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

2024/4/1

注８）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当しない場合もありますので、十分検討してください。

令和７年１２月末までに申請する場合 
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※下記一覧は参考であり、条件によって追加の書類が必要
となる場合もあります。

法
人
の
名
称
・
所
在
地
・
代
表
者

法
人
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

事
業
所
の
電
話
番
号
・
F
A
X
番
号

建
物
の
構
造
・
専
用
区
画
等
　
☆

管
理
者
に
関
す
る
変
更

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地
　
☆

営
業
日
・
営
業
時
間

（
サ
ー

ビ
ス
提

供
時
間

）

利
用
定
員
　
☆

従
業
員

利
用
料

通
常
の
実
施
地
域

L
I
F
E
へ
の
登
録

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
実
施
の
有
無

業
務
継
続
計
画
策
定
の
有
無

感
染
症
又
は
災
害
の
発
生
を
理
由
と

す
る
利
用
者
数
の
減
少
が
一
定
以
上

生
じ
て
い
る
場
合
の
対
応

（
３
％
加

算

）

時
間
延
長
サ
ー

ビ
ス
体
制

入
浴
介
助
加
算

中
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

個
別
機
能
訓
練
加
算

A
D
L
維
持
等
加
算
の
申
出
の
有
無

生
活
相
談
員
配
置
等
加
算

認
知
症
加
算

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
栄
養
改
善
体
制

口
腔
機
能
向
上
加
算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

事
業
の
休
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

休
止
か
ら
再
開

事
業
の
廃
止

（
１

カ

月

前

の

締

切

）

変更届出書（様式第２号（四）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法人の登記事項証明書の写し　※発行３ヶ月以内のもの ○

・介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書（標

準様式６）

※別紙①を添付

・暴力団排除に関する誓約書（様式6）

○

注2

○

注2

事業所一覧 ○ ○

運営規程の新旧対照表（参考様式10） △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △
△

注3
○ ○ ○ ○

○

注１
○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）【４週
間分】
※他事業所と兼務がある場合は、兼務先のものも併せて提出

○

注3

注4

○ ○
○

注5

○

注1
○ ● ● ● ● ● ● ● ○

経歴書（標準様式2）
○

注4

辞令、雇用契約書又は労働条件通知書の写し等の雇用関
係がわかるもの

○

注4

資格証明書（婚姻等により姓が異なる場合は戸籍抄本等の
確認ができる書類を添付）

● ● ● ● ●

認知症介護実践研修等の修了証 ●

事業所平面図（標準様式３）※専用区画変更の場合は変更前も添付 ○ ○
○

注5
●

主要な場所の写真（参考様式12） ○ ○
○

注5
●

賃貸借契約書、法人所有の場合は所有関係がわかるもの
（不動産の登記事項証明書（原本）、固定資産税納税通知書
の写し等）

○

注6
○

利用料の積算がわかるもの（任意様式） ○

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜地域密着
型用＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型通所介護各種加算体制届出書（別紙9） ● ●

生活相談員配置等加算に係る届出書（別紙21） ●

中重度者ケア体制加算に係る届出書（別紙22） ●

利用者の割合に関する計算書（中重度者ケア体制加算）（別紙
22-2）

●

認知症加算に係る届出書（別紙23） ●

利用者の割合に関する計算書（認知症加算）（別紙23-2） ●

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬によ
る評価　届出様式(9-5)

〇

入浴介助に係る研修を実施することが分かる資料 ●

協力医療提供施設との協定書等の写し ●

連携先との契約書等の写し
●

※9

再開届出書（様式第２号（五）） 〇

廃止・休止届出書（様式第２号（三）） 
○

注7
○

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類（任意様式）

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・職員の募集広告等

○

注7

・利用者の引継状況がわかる書類（任意様式）
・休止及び廃止における誓約書（様式3）
・指定（更新）通知書の原本

○

業務管理体制にかかる届出書
※小牧市に届出している事業者のみ

△

注8

△

注8

△

注8

☆事前相談が必要です。

注1）人員変更は特例措置があります。

注2）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更のみの場合は、各種誓約書を添付する必要はありません。

注3）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注4）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注5）定員減の場合は添付する必要はありません。

注6）不動産の権利関係の変更を伴わない場合は、添付する必要はありません。

注8）代表者が変更する場合に必要です。

注9）外部との連携により算定する場合は連携先との契約書等の写しを提出してください。

※届出の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください。

　　　△印は、運営規程に変更がある場合にのみ必要となる書類
　　　●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算を取り下げる場合は不要）

2024/4/1

注7）休止届は、やむを得ず人員基準等を満たさなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行う届出（最長６ケ月）であり、状況によっては休止届に該当しない場合
　　もありますので、十分検討してください。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧（地域密着型通所介護） 小牧市

令和７年１２月末までに申請する場合 
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３ 事業所の指定更新について 

 介護保険法第７０条の２の規定により、介護サービス事業所は６年毎に、指定の更新

をする必要があります。有効期間満了日の翌日が属する月の前々月の末日までに指定更

新申請を行ってください。（地域密着型サービス事業所については、更新審査があるた

め上記サイクルではなく、市より別途、更新審査の案内があります。） 

 

（例１）有効期間満了日：令和８年３月３０日 

⇒有効期間満了日の翌日が令和８年３月３１日のため、令和８年１月末までに指定更新

書類を提出。 

（例２）有効期間満了日：令和８年３月３１日 

⇒有効期間満了日の翌日が令和８年４月１日のため、令和８年２月末までに指定更新書

類を提出。 

 

※小牧市では、指定の更新の申請において手数料は徴収していません。 

※次ページ以降に掲載している必要書類のうち、様式があるものについては小牧市ホー

ムページに様式を掲載しています。 

 

（１）居宅介護支援事業所 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/20618.html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞居宅介護支援事業

所の指定申請、変更届出等） 

（２）介護予防支援事業所 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/34576.html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞介護予防支援事業

所の指定更新、変更届出等） 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/16184.html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞介護予防・日常生

活支援総合事業に関する指定申請、変更届出等） 

（４）地域密着型サービス 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/37540.html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞地域密着型サービ

スに関する指定申請及び変更届出等） 

（５）介護事業者の『電子申請届出システム』について 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/kaigohoken/1/2/1/49223.

html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ ＞福祉・介護＞ 介護保険＞ 介護事業者の

『電子申請届出システム』について） 
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（１）居宅介護支援事業所          令和７年１２月末までに申請する場合 

必要書類 様式 備考 

指定更新申請書 様式第二号(二)  

指定居宅介護支援事業所の指定等に係

る記載事項 

付表第二号(十一)  

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 標準様式１ 申請月の分を記載し

てください。 

管理者経歴書 標準様式２  

介護保険法第 79 条第 2 項の規定に該当

しない旨の誓約書 

標準様式６  

当該事業所に勤務する介護支援専門員

一覧 

標準様式７  

暴力団排除に関する誓約書 様式６  

監査又は運営指導における「改善指

導」に対する「改善状況報告」の写し 

 現在の指定有効期間

内に実施された分の

み 

運営規程   

重要事項説明書   

 

（２）介護予防支援事業所          令和７年１２月末までに申請する場合 

必要書類 様式 備考 

指定更新申請書 様式第二号(二)  

指定介護予防支援事業所の指定等に係

る記載事項 

付表第二号(十二) チェックリスト（付表

第二号(十二)別添）を

添付 

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 標準様式１ 申請月の分を記載して

ください。 

管理者経歴書 標準様式２  

介護保険法第 115 条の 22 第 2項各号

の規定に該当しない旨の誓約書 

標準様式６  

当該事業所に勤務する介護支援専門員

一覧 

標準様式７  

暴力団排除に関する誓約書 様式６  

監査又は運営指導における「改善指

導」に対する「改善状況報告」の写し 

 現在の指定有効期間内

に実施された分のみ 

運営規程   

重要事項説明書   
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（３）介護予防・日常生活支援総合事業    令和７年１２月末までに申請する場合 

必要書類 様式 備考 

指定事業者指定更新申請書※１ 様式第三号(五)  

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 標準様式１ 申請月の分を記載して

ください。 

管理者の雇用関係がわかる書類  雇用契約書 

労働条件通知書 

辞令など 

誓約書 標準様式５  

運営規程※２   

重要事項説明書   

※１ 更新申請書は事業所番号の数に応じて提出してください。 

（例）1 つの事業所に対して、生活支援訪問型サービスが「２３Ａ～」、介護予防訪

問型サービスが「２３７～」のように事業所番号が２つある場合は、指定事業

者指定更新申請書が２枚必要となります。 

※２ 居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び総合事業を行っている一般指定事

業所においては、現行相当サービス、緩和型サービスともに居宅サービス事業、

介護予防サービス事業の運営規程とは別に運営規程を作成してください。 

 

（４）地域密着型サービス         令和７年１２月末までに申請する場合  

地域密着型サービスの指定更新については、小牧市が設置する地域密着型サー

ビス運営委員会にてヒアリングを受けていただいた後、指定更新の手続きを行い

ます。指定更新に必要な書類及びヒアリングの日時については、市から案内通知

を送付します。なお、必要書類は下記のとおりです。 

必要書類 様式 備考 

現況報告書   

事業所の平面図 標準様式３ A3 版カラー 

主要な場所の写真 参考様式１２  

重要事項説明書   

利用者からの苦情を処理するために講ず

る措置の概要 

標準様式５  

苦情処理件数及びその内容  過去４年度分（当

該年度を含む） 

運営推進会議の議事録  前年度以降のもの 

監査又は運営指導における「改善指示事

項」に対する「改善指示状況」の写し 

 前回指定以降全て

のもの 
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必要書類 様式 備考 

緊急時対応、感染症対応、防災マニュア

ル及び当該年度において介護保険課が必

要と判断するもの 

  

 

職員研修計画  前年度以降のもの 

事故処理件数及びその内容（小牧市報告

分のみ） 

 過去４年度分 

(当該年度を含む) 

その他事業所の特色を紹介するもの（施

設パンフレット、通信、たより等） 

  

指定地域密着型サービス事業所・指定地

域密着型介護予防サービス事業所指定更

新申請書及び付表 

別紙様式第２号 

付表１～１０※ 

※付表は指定を受

けているサービス

のものを提出 

登記事項証明書（３ヶ月以内のもの）又

は条例等 

  

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

（直近３ヶ月分）、組織体制図 

参考様式１  

代表者経歴書、管理者経歴書、計画作成

担当者経歴書 

標準様式２ 資格証明書、研修

修了証、雇用関係

の分かる書類の写

しを添付 

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・

病院等との連携体制及び支援体制の概要 

  

介護給付費算定に係る体制等に関する届

出書（進達書を届出書と読み替え） 

別紙３－２  

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙１－３  

介護保険法第７８条の２第４項各号及び

第１１５条の１２第２項各号の規定に該

当しない旨の誓約書 

標準様式６  

暴力団排除に関する誓約書 様式６  

当該事業所に勤務する介護支援専門員一

覧 

標準様式７ 介護支援専門員証

（写し）を添付 

運営規程（最新のもの）   
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４ 業務管理体制の整備に関する届出について 

  介護保険法第 115 条の 32 により、介護サービス事業者（以下「事業者」という。）に

は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

  事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以

下「事業所等」という。）の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事

項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。 

 

（１）整理すべき業務管理体制（介護保険法第 115 条の 32・介護保険法施行規則第 140 条の 39） 

事業所等の数に応じ、整理すべき業務管理体制の内容は下表のとおり異なります。 

業
務
管
理
体
制
整
備

の
内
容 

  業務執行状況の監査

の定期的な実施 

 法令順守規定の整備 法令順守規定の整備 

法令遵守責任者の

選任 

法令遵守責任者の選

任 

法令遵守責任者の選

任 

事業所

等の数 

１以上２０未満 ２０以上１００未満 １００以上 

 ※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、医療みなし事業所を含みませ

ん。医療みなし事業所とは、病院等が行なう居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、

訪問リハ及び通所リハ）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があ

ったものとみなされている事業所をいいます。なお、老健が行なうショート等の施設みなし

については、事業所等の数に含めてください。 

※総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。 

（２）届出先関係行政機関 

事業所等の展開状況に応じ、届出する関係行政機関が下表のとおり異なります。 

事業所等の展開状況 届出先関係行政機関 

事業所等が複数の都道 

府県に所在する事業者 

①  事業所等が３つ以上の 

 地方厚生局管轄区域に 

ある事業者 

厚生労働省老健局 

②  事業所等が１又は２つ 

 の地方厚生局管轄区域 

にある事業者 

事業者の主たる事務

所等のある都道府県 

③  事業所等が指定都市のみに所在する事業者 事業所等のある指定 

都市 

④  事業所等が中核市（東三河地区含む）のみに所 

在する事業者 

  ※東三河地区：豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・ 

事業所等のある中核

市・東三河広域連合 
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田原市・設楽町・東栄町・豊根村 

⑤  地域密着型サービス(予防含む)のみを行なう事 

業者であって、事業所等が同一市町村にのみ存在 

する事業者 

事業所等のある市町 

村 

⑥  ①から⑤以外の事業者 事業所等のある都道 

府県 

小牧市に届出する事業者は、⑤に該当する事業者のみです。 
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５ 介護給付費等の請求等について 

（１） 介護給付費等の請求について（Ｑ＆Ａ） 

  

Ｑ１．介護認定の結果が９月１日に出ました。８月サービス提供分の請求を９月にして

も通りますか。 

Ａ１．この場合、請求は通らないため月遅れ（１０月請求）で請求をする必要がありま

す。 

     市が保有している認定情報は、月初に国保連合会と情報連携が行われます。そ

の際に連携される情報は、前月末時点の認定情報です。 

Ｑ1 の場合、国保連合会で行なわれる９月審査は８月末時点の認定情報を基に

審査が行われるため、９月１日に出た認定結果は反映されず請求エラーとなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２．８月１日付で介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書（以下「予防の届」

という。）を提出していましたが、８月２５日に要介護認定が出たため、９月１

日に８月 1日付で居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出書（以下「居宅

の届」という。）を提出しました。８月サービス提供分の請求を９月にしても通

りますか。 

Ａ２．この場合、請求は通らないため月遅れ（１０月）で請求をする必要があります。 

    Ｑ１と同様に、居宅介護（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出に関

する情報も月初に国保連合会と情報連携が行われます。その際に連携される情

報は、前月末時点の届出の情報です。 

    介護認定は８月２５日に出ているため、９月審査では最新の要介護認定の情報

を基に審査がされます。一方で、居宅の届が提出されたのは９月１日であるた

め、９月審査では居宅の届の情報が反映されず請求エラーとなります。 

    仮に８月２５日～３１日に居宅の届を提出していた場合は、認定情報と届出の

情報が月末時点で登録されるため、９月に請求を上げることが可能となりま

す。 

 

 

情報連携 サービス提供月 

8/1 8/31 9/1 9/10

国保連合会審査期間 

認定日 

 

ここで連携される情報

は前月末（8/31）時点

の認定情報です。 

 

連携された情報を基

に、国保連合会で審査

が行われます。 
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Ｑ３．月の途中で要支援から要介護になった利用者について、要介護認定の有効開始日

である９月１５日付で居宅の届を提出していましたが、実際には９月１５日か

ら入院となり、１０月１日に退院したため９月後半のサービス利用がありませ

んでした。このことから９月分の給付管理票を地域包括支援センターが国保連

合会に提出したところ、請求エラーになったのですが、どうすればいいです

か。 

Ａ３．事前に介護保険課へ連絡していただいた後、居宅介護サービス計画作成依頼（変

更）届出書を再度提出してください。 

    国保連合会では、実際のサービス利用の有無に関わらず、市が保有している届

出の情報に基づいて審査がされます。そのため、９月１５日付で居宅の届が提

出されている場合、国保連合会では９月末時点の事業所が居宅介護支援事業所

として審査されるため、請求エラーとなります。 

    この場合、実際に居宅介護支援事業所として支援を行なったのは１０月からと

なるため居宅の届の変更年月日を１０月１日以降の日付で提出していただくこ

とで、届出の情報を修正します。 

    届出をしたが、その後サービス利用がなかった場合は介護保険課で届出の情報

を修正しますので、事前に連絡をしていただいたうえで、居宅介護サービス計

画作成依頼（変更）届出書を再度提出してください。 

 

8/25

サービス提供月 

8/1 8/31 9/1 9/10

国保連合会審査期間 

認定日 

 

ここで連携される情報

は前月末（8/31）時点

の届出情報です。 

 

連携された情報を基

に、国保連合会で審査

が行われます。 

情報連携 

予防の届提出 

居宅の届提出 

（遡り） 

【ポイント】 

国保連合会の審査は前月末時点での情報を基に審査が行われます。 

請求をする際は、認定日と届出日（※）が請求をする月の前月末までの日付かどう

かを確認していただくようお願いいたします。 

※届出日とは、「市役所に届出を提出した日」のことです。届出の有効開始日（変更

年月日）ではありませんのでご注意ください。 
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＜修正前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正後＞ 

 

 

 

 

 

 

※被保険者証にも事業所情報が印字されているため、届出の修正に伴って被保険者証の

差替えが必要となります。 

 

 

 

 

Ｑ４．９月１４日までは居宅介護支援事業所が給付管理を行い、１５日から小規模多機

能型居宅介護の利用を開始した利用者について、小規模多機能型居宅介護が９

月サービス提供分を国保連合会に請求したところ請求エラーとなりました。こ

の場合の請求はどのようにすればいいですか。 

Ａ４．９月サービス提供分については小規模多機能型居宅介護ではなく、居宅介護支援

事業所が小規模多機能型居宅介護の分を含めて請求する必要があります。 

   月途中から小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の利用を

開始または終了した場合は、請求前に小規模多機能型居宅介護の利用開始前（終

了後）に居宅（予防）介護支援事業所によるサービス提供があるか否かを確認し

てください。 

 

地域包括支援センター 

9/1 9/30 10/1 

居宅介護支援事業所 

入院中のためサービス利用なし 

地域包括支援センター 

9/1 9/30 10/1 9/15

居宅介護支援事業所 

入院中のためサービス利用なし 

9/15 

 

月末時点の事業所が居宅介護支援事業所になっているため、

請求エラーとなります。 

請求が通るためには月末時点の事業所を地域包括支援セン

ターにする必要があるため、居宅の届の有効開始日を１０月１

日以降にして再度提出していただくことで情報を修正します。 
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事由 利用状況 給付管理票の提出 

月途中で（看護）小規模

の利用を中止、居宅（予

防）介護支援事業所へ変

更 

Ｎ月 居宅介護支援事業所 

 （看護）小規模 居宅（予防） 

利用あり 

月途中で（看護）小規模

の利用を中止、居宅（予

防）介護支援事業所へ変

更 

Ｎ月 小規模多機能型居宅介護 

（看護小規模多機能型居

宅介護） 

（看護）小規模 居宅（予防） 

利用なし 

月の途中で居宅（介護）

支援事業所から（看護）

小規模へ変更 

 

Ｎ月 居宅介護支援事業所 

 居宅（予防） 

利用あり 

（看護）小規

模 

月の途中で居宅（介護）

支援事業所から（看護）

小規模へ変更 

 

Ｎ月 小規模多機能型居宅介護 

（看護小規模多機能型居

宅介護） 

居宅（予防） 

利用なし 

（看護）小規

模 

国保連合会の審査は市町村の届出情報を基に行なわれます。小規模多機能型居宅介

護または看護小規模多機能型居宅介護の利用開始にあたって居宅介護サービス計画作成

依頼（変更）届出書を提出する場合は、以下の欄に記入誤りがあると請求エラーにつな

がるため、サービスの利用状況を確認のうえ、正しく届出をするようお願いいたしま

す。 

※（介護予防）小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスの利用開始月における利用前の居宅（介護予防）サー

ビス（居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。）及び（介護予防）地域密着型サービス（夜間対応型

訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護（短期利用型）及び定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に限る。）の利用の有無 

 □ 居宅サービス等の利用あり（利用したサービス：            ） 

 □ 居宅サービス等の利用なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

月途中で居宅サービス計画作成事業所が変更となる場合、月末時点で登録されてい

る居宅（予防）介護事業所が給付管理票を作成します。 

また、月途中で小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護へ変更

となった場合は、同月内に居宅サービスの利用があるか否かを確認し、適切に請求

を行ってください。 

この欄のチェックで居宅サービスの利用の有無を判定しています。 
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Ｑ５．９月１５日に小牧市から春日井市へ転居したことにより保険者が変更となりまし

た。居宅介護支援事業所に変更はない場合、居宅介護支援費は小牧市と春日井

市いずれにも請求することができますか。 

Ａ５．転居により保険者番号と被保険者番号が変更となり、請求の審査上では別人とし

て扱われるため、それぞれの市町村で居宅介護支援費を請求することが可能で

す。 

ただし、月末に転居した場合等請求については実態を考慮して判断するよう

にしてください。 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援費については日割りすることができないため、小牧市と春日井市それ

ぞれについて請求することが可能です。 

一方で、各サービス費を日割りする場合は、９月１日～１４日を小牧市へ、９月１

５日～３０日を春日井市へ請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者：小牧市 

9/1 9/15 9/30 

保険者：春日井市 

Ａ居宅介護支援事業所 
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【参考】月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については下記でご確認ください。 

（令和６年３月２８日老健局介護保険計画課認知症施策・地域介護推進課老人保健課 事務連

絡 Ⅰ－資料９） 
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Ｑ６．国保連合会へ提出した後、請求誤りが見つかりました。過誤取下げはどのように

行えばいいですか。 

Ａ６．過誤取下げは、取下げをしたい請求が確定した後（※）、国保連合会へ提出して

ください。※すでに返戻になっているものについては、過誤取下げは不要で

す。正しい単位数で再度請求をあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り下げ依頼書については、国

保連合会のホームページからダウ

ンロードしてください。 

 

【画像引用】 

愛知県国民健康保険団体連合会公

式ホームページ（https://aichi-

kokuho.or.jp/index.html） 
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（２）居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書及び介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届出書の提出方法について 

 

 

３１小介第１９４３号 

令和元年１１月２９日 

 

各介護保険事業所 管理者 様 

 

介護保険課長 伊藤 京子  

 

居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書及び介護予防ケア

マネジメント依頼（変更）届出書の提出方法について（通知） 

 平素は、本市の介護保険事業につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

さて、小牧市では居宅での介護サービスを開始するにあたり、要介護認定の状況に応

じて、居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書（以下「居宅の届」という。）、介護予

防サービス計画作成依頼（変更）届出書（以下「予防の届」という。）又は介護予防ケア

マネジメント依頼（変更）届出書（以下「ケアマネジメント届」という。）のいずれかを

事前に提出していただいているところです。 

また、利用者保護の観点から、要介護認定の申請中に介護予防サービスと総合事業サ

ービスを利用するため、暫定で介護予防サービス計画を作成する場合で認定結果が非該

当となる可能性がある場合には、「予防の届」、「ケアマネジメント届」及びチェックリス

トの３枚を同時に提出（以下「３枚出し」という。）し、チェックリストの実施状況をあ

らかじめ確認させていただく、小牧市独自の運用をしておりました。 

この度、事務手続きの簡素化を図るため「３枚出し」の運用について、下記の通り変

更することといたしますのでご承知おきください。 

 

記 

 

本通知をもって「３枚出し」の運用を廃止し、介護予防サービス計画を作成する場合

は、「予防の届」のみ事前提出を行う。（非該当になった場合を想定した事前の「ケアマ

ネジメント届」及びチェックリストの提出は行わない。） 

なお、各ケースにおける届出書の提出方法について、具体的な取扱いは次のとおりで

す。 

１ 「居宅の届」を事前に提出している場合 

 ａ．要介護認定となった場合  

   →認定後の届出は不要です。 

○再  
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ｂ．要支援認定となった場合  

   →認定日から２週間以内に「予防の届」を提出することで、事前に提出していた

「居宅の届」の届出日まで遡ります。 

 

 ｃ．非該当となった場合  

   →認定日から２週間以内に「ケアマネジメント届」にサービス利用前に実施して

いたチェックリストを添付して提出することで、事前に提出していた「居宅の届」

の届出日まで遡ります。 

※チェックリストをあらかじめ実施していない場合は、利用していたサービスは、

自費となりますのでご注意ください。 

 

 

２ 「予防の届」を事前に提出している場合 

 ａ．要介護認定となった場合  

→認定日から２週間以内に「居宅の届」を提出することで、事前に提出してい

た「予防の届」の届出日まで遡ります。 

 

ｂ．要支援認定となった場合  

   →認定後の届出は不要です。 

 

 ｃ．非該当となった場合  

→認定日から２週間以内に「ケアマネジメント届」にサービス利用前に実施して

いたチェックリストを添付して提出することで、事前に提出していた「予防の届」

の届出日まで遡ります。 

※チェックリストをあらかじめ実施していない場合は、利用していたサービスは、

自費となりますのでご注意ください。 

 

 

３ 「ケアマネジメント届」を事前に提出していた場合 

ａ．要介護認定となった場合  

  →事業対象者が要介護１以上の認定を受けた場合は、いつから要介護者として取

り扱うのか事前に市とご相談いただき、届出日を調整した後で「居宅の届」を提

出してください。 

【参考】小牧市公式ホームページ＞組織・機構＞健康福祉部＞介護保険課＞給付指導

係＞福祉・介護＞介護保険＞居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）

届出書の提出について＞『事業対象者から要支援又は要介護認定された場合

の居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出について』 
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ｂ．要支援認定となった場合  

  →認定日から２週間以内に「予防の届」を提出することで、事前に提出していた

「ケアマネジメント届」の届出日まで遡ります。 

 

ｃ．非該当となった場合  

→認定後の届出は不要です。 

 

 

    

                                 

※ ご不明な点がございましたら、介護保険課までお問合せください。 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

介護保険課 給付指導係 

電 話：０５６８－７６－１１５３ 
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６ 介護サービス事業者への運営指導について 

（１）指導形態 

  ア 集団指導 

    集団指導は、指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対

象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案を

はじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年１回以上、講習等

の方法により行います。 

 

 イ 運営指導 

a 運営指導の形態 

運営指導は次のⅰ～ⅲの内容について、原則、実地に行います。 

ⅰ 介護サービスの実施状況指導 

個別サービスの質（施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を

含む）に関する指導 

ⅱ 最低基準等運営体制指導 

基準等に規定する運営体制に関する指導（ⅲに関するものを除く。） 

ⅲ 報酬請求指導 

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導 

 

b  実施頻度 

原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも１回以上、指導の対象とな

る介護保険事業所等について行います。 

 

c 運営指導の流れ 

①  実施日の１月前までに文書で通知 

実施日については事前に日程調整を行います。事前に通知を行うことで現状が

確認できなくなる場合等、前日や当日等の通知で指導を行うことがあります。 

②  運営指導の実施 

③  運営指導の結果の通知 

運営指導実施日からおよそ１週間以内に通知します。 

④  報告書の提出 

③で通知した事項について、通知から１月以内に改善内容を文書で報告して 

ください。 

 

（２）運営指導における主な指摘事項 

運営指導での主な指摘事項及び根拠法令を次ページ以降に掲載しています。主な

指摘事項の内、よく見受けられる事例や特に注意が必要な事項については補足説明

を掲載していますので併せてご確認ください。 
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居宅介護支援                         令和７年４月現在 

指摘事項 根拠法令 

・勤務形態一覧表と出勤簿の整合性がとれていないも

のがあるため、適切に出勤状況を記載すること。 
④第 19 条 

・人員基準を満たしているか確認できる書類がないた

め、適切に出勤状況を管理し、記録に残すこと。 
④第 19 条 

・従業者の資格が証明できる書類を事業所内に整備す

ること。 
④第 29 条 

・介護支援専門員の配置基準は、利用者４４人（ケア

プラン連携データシステムを活用し、かつ、事務職員

を配置している場合は４９人）に対し１人であり、適

正な人員配置に努めること。 

④第 2 条第 2 項及び第 3 項 

・令和６年度介護報酬改定に伴う利用料の変更につい

て、利用者に説明し同意・署名を得ること。 
④第 4 条第 1 項 

・重要事項説明書と運営規程との整合性を図ること。 ④第 4 条第 1 項 

・個人情報使用の同意は家族からも文書で得ておくこ

と。 
⑥第 23 条第 3 項 

・居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介

護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者

等の紹介を求めることができることについて利用者に

説明を行っていないものは、運営基準減算に該当する

ため、自主点検の上、報告すること。 

④第 4 条第 1 項及び第 2 項 

⑦別表居宅介護支援費注 6 
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指摘事項 根拠法令 

・アセスメントは適宜適切に更新すること。 ④第 13 条第 13 号 

・アセスメントやモニタリングの充実を図ること。 ④第 13 条 7 号、14 号 

・新規認定申請、区分変更申請等をした際の暫定の居

宅サービス計画の作成については、一連のケアマネジ

メントプロセスに基づき行うこと。 

④第 13 条 

・居宅サービス計画を変更する際には、原則として指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３８号）第１３条第三号から

第十二号までに規定された居宅サービス計画作成に当

たっての一連の業務を行うこと。 

④第 13 条第 1 項第 16 号 

・一連のケアマネジメントプロセスに基づき、適宜適

切に居宅サービス計画の変更を行い、変更の際には速

やかに居宅サービス計画書をサービス提供事業所に交

付すること。 

④第 13 条第 1 項第 16 号 

・サービス担当者会議は、原則として居宅サービス計

画に位置付けたサービスの担当者、利用者及び家族が

出席できるよう日程調整すること。 

⑤第 13 条第 1 項第 9号 

・定期的にモニタリングを実施すること。 ④第 13 条第 1 項第 14 号 

・居宅介護支援の業務が適切に行われていないもの

（サービス担当者会議未実施、モニタリング未実施）

について、運営基準減算に該当するため、自主点検の

上報告すること。 

⑦別表居宅介護支援費注 6 

⑨八十二 
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指摘事項 根拠法令 

・軽度者に対して福祉用具貸与を位置づける場合は、

医師の医学的所見に基づき判断され、かつサービス担

当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福

祉用具貸与の必要性を検討すること。 

⑥第 2 の 3(8)㉔ 

・訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ

スを利用する場合は、主治の医師に居宅サービス計画

を交付すること。 

④第 13 条第 19 号の 2 

・特定事業所加算の算定に係る介護支援専門員の研修

については個別具体的な研修の目標、内容、研修期

間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が

始まるまでに次年度の計画を定めなければならないこ

とに留意すること。 

⑨八十四 

入浴、送迎、個別機能訓練加算等の選択的サービスに

係る加算を算定する場合は、居宅サービス計画に位置

付けること。 

④第 13 条第 8 号 

・ターミナルケアマネジメント加算の算定にあたって

は、主治医及び居宅サービス事業者等と行った連絡調

整に関する記録を残すこと。 

⑦第 3 の 20 

・居宅サービス計画は、利用者及び家族の希望及び利

便性だけでなく、サービスの必要性を十分に検討の

上、作成すること。 

④第 13 条第 1 項第 3号 

・介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の充

実を図ること。（研修計画の作成、研修内容の記録・

共有等） 

④第 19 条第 3 項 

・苦情連絡先として、保険者市町村の介護保険担当課

を記載すること。 
⑤第二 3(17) 
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記号 略称 法令名 制定年月日 号番 

① 法 介護保険法 平成 9年 12 月 17 日 法律第 123 号 

② 令 介護保険法施行令 平成 10 年 12 月 24 日 政令第 412 号 

③ 規則 介護保険法施行規則 平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 36 号 

④ 基準省令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 38 号 

⑤ 条例 
小牧市指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格並びに指定居宅介護支援の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める条例 
平成 30 年 3 月 28 日 小牧市条例第 7号 

⑥ 
基準省令 

解釈通知 
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 平成 11 年 7 月 29 日 

老企第 22 号厚生省老人保

健福祉局企画課長通知 

⑦ 単位数表告示 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 20 号 

⑧ 

告

示 

利用者等

告示 
厚生労働省が定める基準に適合する利用者等 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 94 号 

⑨ 
大臣基準

告示 
厚生労働大臣が定める基準 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 95 号 

⑩ 施設基準 厚生労働大臣が定める施設基準 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 96 号 
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ア 居宅介護支援事業所の管理者要件について 

    令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業

所であっても主任介護支援専門員でなければなりません。 

ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可

能とします。 

・令和３年４月１日以降、不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理

者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とで

きなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出た場合。 

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶

予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者

保護の観点から特に必要と認められる場合は、保険者の判断により、この猶予

期間を延長することができます。 

（※）不測の事態について、想定される主な事例は次のとおり 

    ・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 

    ・急な退職や転居 

    ・特別地域居宅介護支援加算又は中山間部地域等における小規模事業所加算を

取得できる場合（小牧市の場合は該当しません。） 

 

・令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介

護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護

支援専門員とする要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予します。 

 

イ 利用者への事前説明について 

  指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができるこ

と等について説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに

至った月の前月まで減算します。 

 

※説明を行うに当たっては、併せて、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であることにつき説明を

行うとともに、理解が得られるように、文書の交付に加えて口頭での説明を懇

切丁寧に行うことや、それを理解したことについて利用申込者から署名を得る

ことが望ましい。 
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（参考）「前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ

位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合」及び「前６月間に作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護

等ごとの回数のうちに同一の事業者によって提供されたものが占める割合」につ

いては、令和６年度報酬改定で努力義務になりました。 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型通所介護                     令和７年４月現在 

指摘事項 根拠法令 

・運営規程と重要事項説明書の整合性を図ること。 ④第 54 条 

・認知症対応型通所介護計画は管理者が作成するこ

と。 
④第 52 条 

・変更届は遅滞なく（変更後１０日以内に）提出する

こと。 
①第 78 条の 5 第 1 項 

・サービス提供の把握のため、被保険者証へ必要な情

報を記載すること。（入居日、退居日、事業所名） 
④第 95 条 

・事故が発生した場合は、速やかに関係機関へ届け出

ることともに、再発防止に努めること。 
④第 3 条の 38 

・人員配置が確認できるよう勤務形態一覧表を月ごと

に作成すること。 
⑤第 30 条 
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地域密着型通所介護                      令和７年４月現在 

指摘事項 根拠法令 

・ 運営規程と重要事項説明書の整合性を図ること。 ④第 3 条の 7 

・勤務形態一覧表を実態に合わせて作成すること。 ④第 30 条 

・ 従業員の勤務体制は、事業所ごとに月ごとの勤務表

を作成し、常勤・非常勤の別、職種、勤務状況等を明

確にすること。 

④第 30 条第 1 項 

・ 管理者の配置を適正に行うとともに、辞令等の雇用

関係がわかる書類を整えること。 
④第 21 条、第 36 条第 1 項 

・ 介護従業者の員数が基準を満たしていない日がある

ため、適正に配置をすること。 
④第 20 条 

・令和６年度報酬改定に伴う料金の変更について、利

用者に説明し同意・署名を得ること。 
④第 3 条の 7 

・利用者の滞在時間を把握確認できるよう、各利用者

の事業所への到着・出発時刻を送迎記録に残すこと。 
⑧第 2 の 3の 2(1) 

・サービスの質の向上を図るための研修の機会が不足

しているため、研修の充実に努めること。 
④第 30 条 

・個別機能訓練加算は、機能訓練指導員が直接訓練を

行う必要があることに留意すること。 
⑧第 2 の 3の 2(13) 

・ 職員体制に関して、変更届を適宜提出すること。 ①第 78 条の 5 

・ 事故が発生した場合は、速やかに関係機関へ届け出

るとともに、再発防止に努めること。 
④第 35 条 

・ 報酬請求の根拠となるサービス提供の記録等はその

完結の日から５年間保存すること。 
⑥第 59 条の 19 第 2項 

・ 重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記

載すること。 
⑤第 3 条の７ 
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指摘事項 根拠法令 

・ 勤務形態一覧表とタイムカードの記録に相違があ

るため、適切に出勤状況を管理し記録に残すこと。 

④第 30 条第 1 項、第 87 条第 1

項 

・ 介護従業者の員数が基準を満たしていない日があ

るため適正に配置すること。 
④第 63 条第 1 項 

・ 宿直業務に当たる者を適正に配置すること。 ④第 63 条第 1 項、第 5 項 

・ 重要事項説明書と運営規程の整合性を図ること。 

④第 3 条の 7 

④第 81 条 

⑤第 57 条 

・重要事項説明書の記載内容について確認のうえ、正

しく記載すること。（苦情連絡先、負担割合、基本報

酬、加算の単位数） 

④第 3 条の 7 

⑯第 3 四 4(1)① 

・ 重要事項説明書の中で「小規模多機能型居宅介護

計画は５年間保存する」となっていたため、「完結の

日から５年間」に修正すること。 

⑥第 107 条第 2 項 

⑦第 64 条第 2 項 

・利用者に関する記録は、完結の日から５年間保存す

ること。 
⑥107 条第 2 項 

・ ハラスメント防止の措置を講ずること。 
④第 103 条第 4 項 

④第 30 条第 4 項 

・個別具体的な目標を設定した小規模多機能型居宅介

護計画を作成するとともに、充実したモニタリングを

実施すること。 

④第 74 条第 2 項 

④第 77 条第 3 項 

④第 77 条第 6 項 

⑤第 66 条第 1 項第 13 号 

・ 総合マネジメント体制強化加算については、地域

住民との交流や地域活動への参加に関する現在実施し

ている取組や今後検討している取組について適切に記

録に残すこと。 

⑪五十六、百二十五 

・ 総合マネジメント体制加算を算定しているケース

について、算定要件を満たさないものについて、自主

点検の上、報告すること。  

⑪五十六、百二十五 
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指摘事項 根拠法令 

・サービス提供体制強化加算の算定にあたっては、算

定要件を十分確認したうえで、適切に実施、記録する

こと。（従業者ごとに研修計画を定めること、定期的

な会議の実施） 

⑪五十七 

⑪百二十六 

⑰第 2 の 5(11) 

・加算の算定にあたっては、必要な情報は確認を行

い、しっかりと記録を残すこと。（栄養スクリーニン

グ加算） 

④第 3 条の 7 

・事故が発生した場合は、速やかに関係機関へ届け出

るとともに、再発防止に努めること。 
④第 3 条の 38 

・ ヒヤリハットの収集に努めること。 ④第 3 条の 38 第 2項 

・職員体制に関して、変更届を適宜提出すること。 
①第 78 条の 5 

①第 115 条の 15 
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認知症対応型共同生活介護                   令和７年４月現在 

指摘事項 根拠法令 

・ 勤務形態一覧表と出勤簿の記録に相違があるた

め、実態に即して出勤状況を管理し記録に残すこ

と。 

④第 103 条第 1 項、第 107 

条第 1 項 

・ 夜勤職員を適正に配置すること。 ④第 90 条第 1 項 

・ 職員の出勤状況を適切に管理し、勤務形態表な

どの記録を整備すること。また、雇用契約書等、職

員の雇用に関する書類の整備を行うこと。 

④第 103 条第 1 項、第 107 条第 1

項 

・ 職員の兼務関係を見直したうえで、介護従業者

の人員基準を満たすよう適正な人員配置を行うこ

と。 

④第 90 条第 1 項 

・ 介護従業者の員数が基準を満たしていない日が

あるので適正に配置すること。 

④第 90 条第１項 

④第 45 条第１項 

・ 重要事項説明書と運営規程の整合性を図るこ

と。 

④第 102 条及び 108 条で準用する

第 3 条の 7 

・重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評

価の実施状況を記載すること。 

④第 108 条で準用する第 3 

条の 7 

・ 契約書の契約日、重要事項説明書の同意日が空

欄となっているものは、もれなく記載すること。 
④第 3 条の 7 

・ 認知症対応型共同生活介護計画は遅滞なく作成

し、利用者又はその家族に対して説明し同意を得る

こと。 

④第 98 条第 3 項及び第 4 項 

・ アセスメントの充実を図ること。 ④第 98 条第 3 項及び第 6 項 

・ モニタリングを充実すること。 ④第 98 条第６項 

・ 認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたっ

ては、利用者の希望、心身の状況、置かれている状

況等を踏まえて、個別具体的な目標を設定するこ

と。 

④第 98 条第３項 

・ 看取り介護加算を算定するにあたっては、看取

りに関する指針の内容について入所者又は家族から

適切に同意を得ておくこと。 

⑫三十三イ 



- 51 - 

指摘事項 根拠法令 

・ 事故が発生した場合は、速やかに関係機関へ届

け出るとともに、再発防止に努めること。 
④第 3 条の 38 第 1項 

・ 変更届は遅滞なく（変更後１０日以内）提出す

ること。 
①第 78 条の 5 第 1 項 

・ ハラスメント防止の措置を講ずること。 
④第 103 条第 4 項 

④第 30 条第 4 項 

・ 事故が発生した場合は、速やかに関係機関へ届

け出るとともに、再発防止に努めること。 
④第 3 条の 38 

・ ヒヤリハットの収集に努めること。 ④第 3 条の 38 第 2項 

・介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的（年２回以上）に実

施すること。 

④第 97条第 7項の三 
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地域密着型介護老人福祉施設                  令和７年４月現在 

指摘事項 根拠法令 

・従業者の勤務体制は、事業所ごとに月ごとの勤務表

を作成し、常勤・非常勤の別、職種、勤務状況等を明

確にすること。 

④第 167 条第 1 項 

・勤務表と出勤状況の整合性がとれていないものがあ

るため、出勤状況が分かるように改めること。 
④第 167 条第 1 項 

・日中においては、ユニットごとに常時１人以上介護

職員又は看護職員を配置すること。 
④第 167 条第 2 項第 1号 

・重要事項説明書、運営規程の内容について適切に改

定をおこなうとともに、重要事項説明書と運営規程の

整合性を図ること。 

④第 3 条の 7 

・加算の算定について、算定要件を再確認のうえ適切

に対応（人員の配置や変更届等）を行うこと。 
⑰第 2 の 8（21） 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会を３月に１回以上開催すること。 
④第 162 条第 8 項第 1号 

・施設サービス計画について、総合的方針に長期目標

も含まれていたが、短期目標との整合性がとれていな

いため、各種サービスの目標を個別具体的に記載する

こと。 

④第 138 条第 5 項 

・非常災害に関する具体的計画を作成すること。 ④第 32 条 
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記号 略称 法令名 制定年月日 号番 

① 法 介護保険法 平成 9年 12 月 17 日 法律第 123 号 

② 令 介護保険法施行令 平成 10 年 12 月 24 日 政令第 412 号 

③ 規則 介護保険法施行規則 平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 36 号 

④ 
基準 

省令 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 34 号 

⑤ 
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 36 号 

⑥ 

条例 

小牧市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 平成 24 年 12 月 27 日 小牧市条例第 36 号 

⑦ 
小牧市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例 
平成 24 年 12 月 27 日 小牧市条例第 37 号 

⑧ 
単位数表告示 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 62 号 

⑨ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 64 号 

⑩ 

告

示 

利用者等

告示 
厚生労働省が定める基準に適合する利用者等 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 94 号 

⑪ 
大臣基準

告示 
厚生労働大臣が定める基準 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 95 号 

⑫ 施設基準 厚生労働大臣が定める施設基準 平成 27 年 3 月 23 日 厚生労働省告示第 96 号 

⑬ 
夜勤職員

基準 
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 29 号 

⑭ 
定員超過利用･

人員基準欠如 

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法 
平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 27 号 

⑮ 
利用料 

指針 
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 

平成 17 年 9 月 7日 

(平成 27 年 3 月 23 日) 

厚生労働省告示第 419 号 

(厚生労働省告示第 110 号) 

⑯ 
基準省令 

解釈通知 
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 平成 18 年 3 月 31 日 

老計発第 0331004 号・老振発

第 0331004 号・老老発第

0331017 号 

⑰ 留意事項通知 
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
平成 18 年 3 月 31 日 

老計発第 0331005 号・老振発

第 0331005 号・老老発第

0331018 号 
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ウ 管理者の取り扱い（愛知県の指導方針）  ※令和６年度報酬改定のため変更の可能性有 

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。

ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとしています。  

 

a 1 日の勤務の半分以上は管理者の業務に就くこと(出勤日は管理業務を逃れら

れない)  

b 職種は 2 つまでとする(管理上支障がない範囲の線引き)  

c 複数の事業所を持っている場合で、事業の一体的管理の観点から、管理業務の

みを行う場合は 3 以上の管理者としての業務を認めること。  

d 地域密着型サービス事業所の従業者との兼務については、地域密着型サービス

側で一定の制限(職員の行き来を認めている施設は限定的)があるので留意する

こと。 

 

ただし、居宅介護支援事業所の管理者は、平成 19 年 4 月から介護支援専門員で

なければならないことから、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合につい

ては、管理者が常勤換算の１のケアマネジャーとして取り扱って差し支えありません。 

 

エ 個人情報使用同意書の署名欄について 

個人情報使用同意書の署名欄には、利用者と家族の署名欄の両方を設けておく

必要があります。「代理人」や「代筆者」欄は、利用者の同意を代理して受けてい

る人を明確にするための欄であるため、「家族」の同意を得られていないことにな

ります。「家族の代表」の欄を追加で設ける等して、家族の同意を得るようにして

ください。 

 

オ 令和６年度報酬改定に係る経過措置一覧  

詳細は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の

基準省令及びその解釈通知を参照してください。 
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経過措置 項目 対象 概要 

令和 9 年 3 月 31 日

まで 

努力義務 

 

利用者の安全

並びに介護サ

ービスの質の

確保及び職員

の負担軽減に

資する方策を

検討するため

の委員会の設

置 

短期入所系サ

ービス 

居住系サービ

ス 

多機能系サー

ビス 

施設系サービ

ス 

・事業所における業務の効率

化、介護サービスの質の向上

その他の生産性の向上その他

の生産性の向上に資する取組

の推進を図るため利用者の安

全及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員

会を定期的に開催すること。 

 

参考  

厚生労働省のホームページでは、「運営指導マニュアル本文」及び「別添 確認文書・

確認項目一覧」が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。 

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha

/shidou/index.html 

 

カ グループホームへの住所異動について 

地域密着型サービスである認知症対応型共同生活介護（グループホーム）につい

て、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるようにするため、当該市町村

の住民のみ利用できるサービスとなっています。 

グループホームは、少人数による共同生活に支障がない認知症である要介護者が

入居する施設ではありますが、居宅介護サービスの内の一つであり、施設の性質上、

住民票をグループホームに置くことは本来好ましくありません。 

住民票をグループホームに異動される場合は、介護保険課への相談は必ずしも必

要ありませんが、上記原則を踏まえた上で、利用者及びその家族等と相談の上、適

切に判断をしてください。 
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７ 介護サービス事業者における事故等発生時の報告等の取り扱いについて 

（１）事故報告について 

介護サービス事業者等は、各サービスに定められている事業の人員、設備及び運営

に関する基準により、サービスの提供によって事故が発生した場合は市町村等へ報告を

しなければならないこととなっていますので、下記内容に該当する場合は速やかに小牧

市介護保険課に報告を行ってください。 

 

報告を要する事故等 

１．サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

・医師（施設の勤務医、配置医（以下「勤務医等」という。）を含む。）の診断を受け投

薬、処置等何らかの治療が必要となった事故及び死亡事故については、原則として

全て報告すること。 

※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。 

※勤務医等がいる施設においては、「勤務医等がいない場合に、外部受診させる程度

か否か」で判断すること。 

・上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に

見舞金や賠償金を支払った場合とする。 

・「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。 

・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認めら

れるものは報告するものとする。 

 

２．食中毒及び感染症の発生 

・新型コロナウイルス感染症、ＭＲＳＡ、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染

症が発生した場合とする。 

・関連する法に定める届出義務がある場合はこれに従うものとする。 

・同一の感染症の患者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合に報告するも

のとする。 

※報告書の様式については、通常の事故報告書の様式をお使いいただくこととします

が、同一感染症患者 10 名以上発生等の報告については、特に感染者等の人数、症

状、発生から現在までの推移、対応状況等について詳細を記載いただくこととし、

対象者個々の氏名等の情報の記載は求めないこととします。なお、当該感染症等に

より対象者が死亡等に至ったような場合については、別途、個別に報告いただくよ

うお願いします。 

 

３．職員（従業者）の法令違反・不詳事件等の発生 

・利用者の処遇に影響があるものとする。（例、利用者からの預かり金の横領等） 
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４．その他、報告が必要と認められる事故の発生 

・施設外への徘徊や誤飲等 

・利用者等の保有する財産を紛失させた等 

 

（２）報告の方法 

・事故報告書は持参、郵送、ファクス、メール(kaigo@city.komaki.lg.jp)のいずれか

の方法で提出してください。 

 ※メールで提出する場合は、必ずファイル形式を Ecxel から PDF に変換してくださ

い。Ecxel では一部正常に表示されないものがあり、電話確認が必要になる場合があ

ります。 

・第 1 報は別紙様式内の１から６の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速

やかに、遅くとも５日以内を目安に小牧市へ別紙報告書を提出してください。 

・利用者等とのトラブルの発生の有無、発生の可能性について、事故報告書の 

６ 事故発生後の状況の『本人、家族、関係先等への追加対応予定』の欄に、以下 

のように記入してください。 

①トラブルがない・発生の可能性がない場合→「トラブルなし」 

②トラブルがある・発生の可能性がある場合→トラブルへの対応事項 

・その後、状況の変化等に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等

については、作成次第報告してください。 

・事業所の控えが必要な場合は、事故報告書を２部提出してください。受付印を押印し

た後、１部を返却します。 

・被保険者が属する保険者（市町村）へも報告をしてください。 

 

※事故報告書の様式は小牧市ホームページに掲載しています。 

「介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて」 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/16189.html 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞介護保険サービス

事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて） 
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- 60 - 

（３）新型コロナウイルス感染症の臨時的な取扱いについて 
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８ 介護現場のカスタマーハラスメントについて 

（１）相談窓口の紹介 

カスタマーハラスメントについて相談したい場合は、下記相談窓口も参考にし

てください。 

 

・愛知県 労働局 労働福祉課 

「労働相談のご案内」 

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000000053.html 

 

 

・愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ 

「あいちカスハラ防止対策ナビ」 

 ※カスハラ防止対策に取り組む事業者等を支援する専用Ｗｅｂサイト 

https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/ 
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（２）介護現場のカスタマーハラスメント防止啓発について 

    介護現場でのカスタマーハラスメント防止啓発の観点から、小牧市ホームペー

ジに介護従業者へのカスタマーハラスメント防止啓発のチラシ等を掲載していま

す。 

 

「無くそう！介護現場のカスタマーハラスメント」 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/kaigohoken/1/2/1/43

457.html 

（小牧市公式ホームページ＞市民の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞サービス・給付 

＞無くそう！介護現場のカスタマーハラスメント） 

  

【介護従業者へのカスタマーハラスメント防止啓発紙】 

※必要に応じて、ホームページよりダウンロードしてご活用ください。 
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９ ケアプラン点検について 

（１）根拠 

『平成２０年厚生労働省告示第３１号(介護保険法施行令附則第８条第１項の規定に

基づく厚生労働大臣が定める主要介護給付等費用適正化事業)』 

二 介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。)が作成した法

第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は法第八条の二第十六項に規定する介

護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職

員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出さ

れた居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要

な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業 

 

（２）目的 

ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」

に資する適切なケアプランとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門員ととも

に検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資する

ケアマネジメント」とは何かを追及し、その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援す

るために行うものです。 
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（３）流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者（小牧市） 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター

②ケアプラン提出依頼

➃提出されたケアプランの確認　

保険者の気づき 介護支援専門員の気づき

　ヒアリングは１つのプランについて30分程度。

（通常は、介護支援専門員１人につき、３プラン提出いただいているので、全体で1時間30分～2時間程度）

保険者から市内居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに電話をし、日程調整をします。

「対話方式」により、介護支援専門員と一緒になってケアプランの内容を確認します。

　「ケアプラン点検支援マニュアル」をもと
に事前に確認します。

⑤ヒアリング

ヒアリングの１ヶ月ほど前に市内居宅介護支援事
業所、地域包括支援センターに提出の依頼をしま
す。

③ケアプランの提出　

①ヒアリングの日程調整

⑥利用者の自立のため、
「より効果的なケアプランへの修正」・「より良いケアプラン点検の実施」

対話をするなかで、相互に気づいた点などを確認・共有することで、
今後のケアプラン作成に活用したり、効果的なケアプラン点検のために活用したりする。
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（４）ケアプラン点検でよくあるお伝え事項 

ア 使用する法令等の“略称”と正式名称 

 

・運営基準：「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」  

   （平成 11 年 3月 31 日厚生省令第 38 号） 

・解釈通知：「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」 

（平成 11 年 7 月 29 日老企第 22 号） 

・標準様式通知：「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

（平成 11 年 11 月 12 日老企第 29 号） 

 

イ アセスメントについて 

a 課題分析標準項目が不足している。 

課題分析標準項目の２３項目が満たされていない場合があります。特に

IADL、褥瘡・皮膚の問題、食事摂取等のアセスメントが抜けていることが多い

ため、確認をお願いします。 

 

（解釈通知第２の３の（８）⑦） 

当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはな

らず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適

切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の方法については、別途

通知するところによるものである。 

 

（標準様式通知 別紙４ 課題分析標準項目について） 

 個別の課題分析手法について「本標準課題分析項目」を具備することをもって、そ

れに代えることとするものである。 

 

b  アセスメントの内容を充実させる。 

アセスメントは情報収集するだけでなく、利用者の心身の状態や生活環境な

どの情報を的確に、かつ総合的に把握することで、利用者のニーズ（生活全般

の解決すべき課題）を導くことができます。 

アセスメントシートにあるチェック項目にチェックを記載するだけでなく、

利用者の状態を具体的に追記することで、アセスメントから利用者の状態が読

み取れるようになります。 
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（運営基準第１３条第１項第６号） 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置か

れている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなけれ

ばならない。 

    

 

（ケアプラン点検支援マニュアルの指標） 

不十分なアセスメントからは、適切な課題や目標は導き出されず、本来目指すべき

「自立支援」と、かけ離れたケアプランとなります。 

 

 

c 初回アセスメントと再アセスメントの情報が混在している。 

初回から情報が更新されているアセスメントが多く、日々利用者の状態を観

察し、情報収集を行っていることが伺えます。 

再アセスメントの情報を追記する際は、日付を入れる、文字色を変える等の

工夫をすることで利用者の状態の変化もわかりやすくなります。 

 

ウ ケアプランの作成について 

a アセスメントからニーズ・サービス内容と関連する根拠が読み取れない。 

アセスメントからニーズやサービス内容を導き出した根拠が読み取れない場

合があるが、聞き取りをすると説明をしてくださる場合が多いです。そのため、

頭の中ではアセスメントの結果とプランがつながっていると思われるため、ケ

アマネジメントの過程においては、適切な介護支援を提供している証拠を意識

的に記録に残しましょう。また、ニーズ（生活全般の解決すべき課題）の中身

が、現状になっている場合が多くあります。「課題（ニーズ）＝現状と目指すべ

き状態像の間にあるギャップを埋めていく上での問題点」であることに留意し

てください。 

 

（解釈通知第２の３（８）⑨ ） 

 居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に

よる専門的見地に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス

等が提供される体制を勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。 
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b 目標に安心・安全等の抽象的な表現が多く、達成・未達成が判断しづらい。 

     利用者が理解・納得しているのであればケアプランに書いていけない言葉は

ありません。しかし、「安心して生活できる」という表現は、１００人いたら１

００人に使え、要介護５の方でも自立の方にも誰にでも使える個別性のない目

標となってしまいます。この利用者にとっての「安心」、この利用者にとっての

「生活」の定義をアセスメントで導き、具体的にしたうえで利用者の目標とし、

かつ目標は実際に解決が可能と見込まれるものを記載するとよいでしょう。 

 

「グ・タ・イ・テ・キ」を意識するとよい。 

 具体的：理想・理念ではなく、具体的な活動 

     達成可能：頑張れば達成できそうな程度 

     意欲的：利用者本人が自主的に叶えたいと思える内容 

     定量的：誰が見てもずれないよう、数値、数量で表現 

     期限付き：達成期限を設定し、評価 

 

 

エ サービス担当者会議について 

a 残された課題や次回開催時期が空欄になっている。 

残された課題には、必要があるにも関わらず、社会資源が地域に不足している

ため未充足となった場合や、必要と考えられるものの本人の希望等により利用

しなかった居宅サービス、次回の開催時期、開催方針等についても記載するとよ

いでしょう。 

 

b 本人の意向が単に発言した言葉通りになっている。 

利用者が話したことだけではなく、利用者が話した言葉や意見を取り入れて

意向を書くとよいでしょう。 

反対に、言葉を話せないなどの利用者がいた場合は、利用者の生活歴や現在の

様子を把握するのと同時に、家族や周辺の利用者をよく知る人からの情報収集、

援助職から見た利用者の状況などを統合させて利用者の意向を導くようにしま

しょう。 

 

   ｃ サービス担当者会議の開催時期について 

     以下の場合に開催する必要があります。 

   ・ケアプランを新規に作成する場合・変更する場合（軽微な変更を除く） 

・要介護・要支援更新認定又は、要介護等状態区分の変更の認定を受けた場合 

・利用者の状態が大きく変わった場合（入退院等） 等 
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オ モニタリングについて 

モニタリングの結果に変化がみられない。 

モニタリングの結果が何か月も同様の達成状況となっており、評価内容が毎月同

じものなっている場合があります。特に評価内容に変更がなく、目標を達成してい

る場合は、目標の変更を随時行うとよいでしょう。 

モニタリングとは、「ケアプランに位置付けた社会資源が、ねらい（計画）通りに

動いているかを観察し、それを評価し、記録すること」を意味しています。そのた

め、提供しているサービスの量と質を確認することは、モニタリングの一部ではあ

るが、サービスの確認だけをもって「モニタリングを実施した」とは言えないため

気を付けるようにしましょう。 

また、モニタリングの結果「達成」した場合であっても、目標の達成に効果があ

った要因（意欲の変化やきっかけとなった出来事など）を補記することで、よりよ

いケアの実現に向けた基礎情報として活用するとよいでしょう。 

 

（運営基準第１３条第１項第１３号） 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス

計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものと

する。 
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１０ 小牧市ケアマネジメント指針について 
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１１ 住宅改修について 

（１） 介護保険住宅改修費の支給について 

要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、支給され

ます。 

 

ア 介護保険住宅改修費支給対象者 

a 小牧市の介護保険被保険者 

b 住宅改修完了後、工事費支払日時点で要介護（要支援）認定を受けている方 

c 住民票のある住所に現に居住されている方 

 

イ 対象工事 

①手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に

設置するもの 

②段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及

び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消す

るもの 

※浴室、トイレ以外の床全体の床上げ工事の対象者は、

車椅子使用者、全盲者及びそれらに準ずるものとする。 

※昇降機設置に関するものは除く。 

③滑りの防止及び移動の

円滑化等のための床又は

通路面の材料の変更 

居室における畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変

更、浴室における床材の滑りにくいものへの変更、通路

面における滑りにくい舗装材への変更等 

④引き戸等への扉の取替

え 

扉全体の取替え（開き戸から引き戸、折戸、アコーディ

オンカーテン等への変更）、扉の撤去、ドアノブの変更、

戸車の設置等 

※自動ドアの場合、動力部分の設置は除く。 

⑤洋式便器等への便器の

取替え 

和式便器から洋式便器への取替え、既存の便器の位置や

向きの変更 

※非水洗和式便器から水洗、簡易水洗に取り替える場合

の水洗化工事部分は除く。 

⑥その他 

①～⑤の住宅改修に付帯

して必要となる住宅改修 

① 手すりの取付けのための壁の下地補強 

② 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロー

プの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち

上がりの設置 

③ 床材の変更のための下地の補修、根太の補強、通路

面の材料の変更のための路盤の整備 

④ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 
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⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化・簡易

水洗化に係るものを除く。）、便器の取替えに伴う床材

の変更 

 

ウ 支給対象の額 

    利用者の介護度に関わらず、介護保険対象工事の２０万円を限度として、負担割

合証に記載された負担割合が利用者負担額となります。 

＜例＞利用者負担１割で、介護保険対象工事金額が２５万円である場合 

→ 保険給付 １８万円（２０万円の９割） 、 

利用者負担額 ７万円（２５万円－１８万円） 

 

a 償還払い 

被保険者が費用全額を施工業者に支払い、後日被保険者（又は委任した振込名義

人）に保険給付費が支給されます。 

 

b 受領委任払い 

被保険者が費用額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額を施工業

者に支払い、保険給付費は、被保険者から受領に関する委任を受けた施工業者（あ

らかじめ市へ登録されている事業者に限る）に、小牧市が直接支払います。 

 

エ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請の流れ 

※要介護（要支援）認定（要介護１～５又は要支援１・２）を受けていない方は、

要介護認定申請が必要です。 

① 住宅改修について、着工前にケアマネジャー等に相談する。 

↓ 

② 施工業者と打合せ、見積もりを行う。 

ケアマネジャーが工事内容を確認し、理由書を作成する。 

↓ 

③ 小牧市に住宅改修費の「事前申請書」を提出する。 

※必ず着工前に事前申請してください。提出された書類等により、保険給付とし

て適当な改修かどうか確認します。（支給決定ではありません。）承認通知日

より前に行った工事は、対象となりません。 

【事前申請の提出書類】 

○住宅改修費支給申請書（償還 ・ 受領委任払い） 

○住宅の所有者の承諾書（住宅の所有者が当該利用者でない場合） 

○住宅改修が必要な理由書（ケアマネジャーが作成。ケアマネジャーと契約して

いない方はリフォームヘルパーまたは福祉住環境コーディネーター2 級以上の

有資格者が作成。） 
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※福祉住環境コーディネーターの場合は資格証明証の写しを提出してください。 

○工事費見積書  

※図面作製費や申請代行費等工事と直接関わりのない経費は対象外です。 

○住宅改修の完成予定の状態が確認できるもの 

・施工前写真（写真内に申請日直近に撮影した日付入） 

※段差解消をする場合は、工事箇所が分かる写真及び物差し等を使用し、高

さが分かる写真を用意してください。 

・平面図 

・断面図（段差解消する場合） 

↓ 

④ 審査後、被保険者へ承認通知が郵送される。（申請から１週間程度） 

↓ 

⑤ 承認通知が届いたら施工する。完成後、施工業者に支払いを済ませる。 

↓ 

⑥ 小牧市に住宅改修費の「完了書」を提出する。 

提出された書類等により、事前申請のとおりに適切な工事が行われたかどうか

の確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合に、住宅改修費を支給

します。 

【工事完了後の提出書類】  

○住宅改修完了書（償還 ・ 受領委任払い）（④の承認通知に同封します。）  

○住宅改修に要した費用に係る領収書（原本・被保険者名義・承認通知日以降の

日付のもの）※窓口で確認後、返却します。 

○工事費内訳書（工事完了後に作成したもの） 

○工事完了後の状態が確認できるもの 

・施工後写真（写真内に撮影した日付入） 

※段差解消をした場合は、工事箇所が分かる写真及び物差し等を使用し、高

さが分かる写真を用意してください。 

↓ 

⑦ 審査後、支給決定となった場合、支給決定通知が届き、指定口座へ振込み。 

（受領委任払いの場合は施工業者へ振込み） 

・支払予定日は審査の関係上、早くて介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完

了書を提出していただいた月の二ヶ月後の月末になります。 

・認定申請中（区分変更等）の場合は認定結果が出ないと給付ができないため支

払が遅延する場合があります。 

 

オ 住宅改修において注意していただきたいポイント 

a 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

 「受領委任払い」と「償還払い」で申請書が異なります。 
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 「申請対象費用」欄へ記載する金額は、支給限度基準額に基づき最大 20 万

です。また、過去に住宅改修を利用している場合は既に支払われている住宅

改修費を支給限度基準額から控除した額を記載して下さい。 

（例）総工事費用 30 万で過去に住宅改修の利用が無い 

   →総工事費用 30 万 申請対象費用 20 万 

（例）総工事費用 30 万で過去に 5 万円の工事費で住宅改修をしている 

   →総工事費用 30 万 申請対象費用 15 万 

 

b 承諾書 

 改修を行う住宅が本人以外の所有の場合に必要です。 

 住宅の所有者が死亡しているが所有権を移していない場合は、法定相続人若

しくは代表相続人により承諾書を記入していただいて差し支えありません。 

ただし、承諾書について他の相続人から異議がありましても市としては対応

しかねますので、ご家族で相談された上でご記入ください。 

 住宅の所有者が共同名義になっている場合は、名義人全員から承諾を得る必

要があります。名義人の内一人が申請者本人である場合でも、他の名義人か

ら承諾を得る必要があります。 

 

c 理由書 

 申請者のお身体の状態及び住宅の状態を照らし合わせ、工事の必要性を確認

します。 

 介護（介護予防）サービスを利用中の方及び利用予定の方は、担当のケアマ

ネジャーや地域包括支援センターに理由書の作成を依頼してください。 

 介護（介護予防）サービスを利用していない方及び住宅改修以外の利用予定

がない方は、福祉住環境コーディネーター２級以上の有資格者や地域包括支

援センター、リフォームヘルパーに作成を依頼してください。 

 福祉住環境コーディネーター２級以上の有資格者が理由書を作成する場合

は、資格証明証の写しを提出してください。 

 

d 平面図・断面図 

 利用者の生活動線を確認し、工事箇所が適切かどうかを確認します。工事箇

所が分かるように平面図内にご記入ください。理由書の記載内容によっては、

工事箇所周辺だけでなく生活動線に関わる部分全ての平面図の作成をお願

いします。 

（例） 理由書に「居室からリビング、寝室、玄関へ向かう際につかまるところ

がなく転倒の危険性がある」という記載がある場合 

→ 居室、リビング、寝室、玄関の動線を確認できるような平面図の作成

をお願いします。    
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 段差解消工事をする場合は工事前後の断面図をご提出ください。事前申請

時や完了届出時に提出いただいた写真と見比べるため、断面図内に段差の

高さ等の数値の記載をお願いします。 

e 見積書 

 見積書の宛名は必ず被保険者氏名をフルネームで記入してください。 

 住宅改修費の支給対象となる費用の見積となりますので、内訳がわかるよう

材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。（「〇〇工事一式」は

不可） 

 住宅改修の申請に必要な書類作成費や手続きの代行手数料、法定福利費等は

対象外経費となります。  

 

f 写真(事前申請） 

 写真内に撮影日及び工事予定箇所の完成予定の状態を記載してください。 

 段差解消工事をする場合は、工事箇所が分かる写真及びメジャーをあてた

段差の高さが分かる写真（メジャーの先端が地面についていることがわか

るもの）が必要です。メジャーの目盛りが読み取れない場合、値がはっきり

とわかる写真への差し替えを依頼する場合があります。（複数枚での撮影可） 

 屋外の手すりなど全体が１枚の写真で写らない場合は複数枚撮影し全体が

確認できるよう写真の提出をお願いします。 

 

g 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了書 

 工事の事前申請承認通知書に同封して郵送します。 

 介護認定新規申請中に事前申請をした場合は、要支援もしくは要介護認定

された後でなければ受付できません。 

 入院（入所）中に事前申請をした場合は退院（退所）後でなければ受付でき

ません。 

 また、病院から自宅に戻ることなく入所する、死亡する等して住宅改修後の

自宅を利用しなかった場合は支給対象外となります。 

 

h 工事費内訳書 

 事前に提出していただいた見積書の内容と変更がないかを確認します。ま

た工事費内訳書の作成日付は工事完了後以降、領収書日までの間の日付で

作成してください。 

 実際にかかった工事費用を確認する書類のため、「見積」と記載があった場

合は差し替えを依頼します。 

 請求書でも代用可能です。 
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i 写真（完了申請） 

 工事完了の審査をする際に事前審査での写真と完了届出時の写真を見比べ、

申請内容通りの工事が行われたかを確認します。事前審査時と同じ角度か

ら撮影した写真をご提出ください。工事前後の確認が難しい場合写真の差

し替えをお願いすることがあります。 

 写真内に撮影日を記載してください。 

 段差解消工事をした場合は、工事箇所が分かる写真及びメジャーをあてた

段差の高さが分かる写真（メジャーの先端が地面についていることがわか

るもの）が必要です。メジャーの目盛りが読み取れない場合、値がはっきり

とわかる写真への差し替えを依頼する場合があります。（複数枚での撮影可） 

 踏み台の設置等による段差解消工事を行った場合は、ねじ等で固定されて

いることがわかる写真も必要となります。 

 

カ 支給限度基準額の例外に関する取扱いについて 

以下のどちらかの要件に該当した場合、過去に住宅改修費の支給を受けている 

方でも、改めて再度支給限度基準額２０万円分の住宅改修費がうけられます。 

 

a 介護度によるリセット（３段階リセット） 

初めて住宅改修費が支給された住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を

基準として定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合。 

例えば初回工事を要支援１で行い、身体状況がその後悪くなり要介護３になっ

た場合、過去に支給された金額がリセットされ、再度支給限度基準額２０万円分

の住宅改修費の支給を受けることができます。ただし、このリセットは一の被保

険者につき１回しか適用されません。 

「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分 

第六段階 要介護５ 

第五段階 要介護４ 

第四段階 要介護３ 

第三段階 要介護２ 

第二段階 要支援２ 又は 要介護１ 

第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護

（旧要支援）  

 

b 転居によるリセット 

着工日時点の住所から転居した場合。 

転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅につい

て支給限度基準額２０万円分の住宅改修費の支給を受けることができます。この
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場合、３段階リセットの適用は転居後の住宅のみに着目して適用されます。   

また、転居前の住宅に再び転居した場合は、転居前住宅に係る支給状況が復活

します。 

 

キ 事前申請後工事内容が変更となる場合 

工事当日に想定していた手すりの取り付けに補強版が必要になった等、緊急で

工事内容を変更する場合は、必ず事前に介護保険課までご連絡ください。内容によ

って、再申請の必要があるか、そのまま工事を進めても問題ないかを判断します。

連絡なく事前に申請した工事内容と異なる工事をした場合は介護保険住宅改修費

の支給対象外となります。 

また、並行して理由書を担当したケアマネジャー等に工事内容を変更しても利

用者の安全性に問題がないかの確認をお願いします。 

 

ク 床上げ工事に関して 

住宅改修費の助成をともなう床全体の床上げ工事に関して小牧市では次のとお

り判断します。 

a 原則、浴室・トイレを対象とする。 

b a 以外の床上げ工事は、車いす使用者及び全盲者のみとする。 

c b 以外で市が工事を必要と認める者は、疾患等によりすり足状態で歩くような

者及びそれに準ずるような状態で、杖等歩行補助用具を使用している者である

こととする。 

d 上記 bc のような状態であり、構造上敷居撤去ができない場合や簡易スロープ

の設置がかえって危険になる場合に対象とする。 

上記 bc の理由で床上げ工事を申請する場合は理由書に検討した内容や床上げ工

事をする必要性を詳細に記載してください。 

 

ケ 新築や増築の住宅改修について 

住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象とはなりま

せん。ただし、竣工日以降に、住宅改修を行う場合は支給対象となります。 

また、増築の場合は、新たに居室を設ける場合等は住宅改修費の支給対象となり

ませんが、廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける場合、便所の拡張に伴い和式

便器から洋式便器等に取り替える場合等は、それぞれ「手すりの取付け」「洋式便器

等への便器の取替え」に係る費用についてのみ住宅改修費の支給対象となります。 

 

コ ひとつの住宅に複数の被保険者がいる場合の改修について 

それぞれの被保険者ごとに支給申請を行うことができます。複数の被保険者に

係る住宅改修を行う場合は、各被保険者ごとに有意な範囲を特定し、申請の対象と

なる住宅改修の範囲が被保険者の間で重複しないようにする必要があります。 
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サ 介護保険住宅改修費の注意事項について 

※受領委任払い制度を利用できない方について 

・要介護（要支援）認定の新規申請中の方 

・介護保険法の規定による保険給付の制限を受けている方 

・転入後すぐなど、負担割合が確定していない方 

※介護保険住宅改修費の支給対象外となる場合について 

・新規申請中の方で、認定の結果が非該当だった場合 

・入院、入所中の方で、住宅改修工事完了後に自宅に戻られなかった場合（住宅改

修工事完了後に自宅へ戻ることなく他の病院・施設に入院・入所した場合やお亡

くなりになられた場合等） 

 

（２）在宅高齢者等住宅改修費の支給 

高齢者及び要介護（要支援）者がそれぞれの能力を活かしながら、在宅で自立し

た生活が送れるようにするため、住宅改修を行う際の改修費用の一部を助成します。 

介護保険の認定がある方は、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給が

優先となります。 

 ※申請をされる場合は、ご申請前に小牧市介護保険課にお問合せください。 

市職員による事前の現場確認が必要となる場合があります。 

 

ア 制度について 

a 在宅高齢者等住宅改修費支給制度対象者及び支給対象の額 

ⅰ 要介護認定で非該当となった 65 歳以上の虚弱な高齢者（市の確認項目に

該当する方）であって、生計を一にする世帯全員の市民税が非課税の方 

      →２０万円を上限として、対象経費の９割の金額を支給 

ⅱ 介護保険の要介護（要支援）認定者であって、生計を一にする世帯全員の

市民税が非課税の方 

→１０万円を上限として、対象経費の９割の金額を支給 

※助成金額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。 

 

なお、下記に当てはまる場合は対象外です。 

・申請前に工事を行っている場合 

・過去に同一住宅で高齢者等住宅改修費の支給を受けている場合 

・生活保護を受けている場合 

・同居家族が課税されている場合（世帯分離している場合も含む） 

・親族等に扶養されている場合（同居別居を問わず、扶養関係等にある場合は

生計を一にしているとみなします）            
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イ 対象工事 

    介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給に同じ 

 

ウ 在宅高齢者等住宅改修費支給の流れ 

①介護保険認定申請をする 

                 ↓ 

②認定を受ける（要支援１，２、要介護１～５）または非該当となる 

                 ↓ 

③高齢者等住宅改修費助成金の交付を受けたい旨、介護保険課に連絡する 

                  ↓ 

④（認定が非該当の場合） 

市の職員が申請者宅に伺い、虚弱高齢者に該当するか確認を行う 

                 ↓ 

⑤必要書類（着工前）を揃え、介護保険課の窓口で申請する 

【事前申請の提出書類】 

○小牧市高齢者等住宅改修費助成計画書 

〇住宅の所有者の承諾書（住宅の所有者が当該利用者でない場合） 

○工事費見積書  

○施工前写真（写真内に申請日直近に撮影した日付入） 

〇平面図  

〇断面図（段差解消する場合） 

                 ↓ 

⑥承認通知が届いたら施工する。完成後、施工業者に支払いを済ませる。               

                 ↓ 

⑦工事が完了してから３０日以内に必要書類（完了後）を提出する 

【工事完了後の提出書類】  

○小牧市高齢者等住宅改修費助成金交付申請書  

○住宅改修に要した費用に係る領収書（原本・被保険者名義） 

※窓口で確認後、返却します。 

○工事費内訳書 

〇施工後写真（写真内に撮影した日付入） 

      〇請求書 

↓ 

⑧ 審査後支給決定となった場合、指定口座へ振込 
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１２ 福祉用具購入について 

 

令和７年１２月から受領委任払い事業者登録・支給申請受付を開始します！ 

    

令和７年１２月１日（月）から福祉用具購入の受領委任払い事業者登録・支給申請受付を

開始します。 

つきましては、小牧市での福祉用具購入の受領委任払い事業者登録を希望される場合

は事前に受領委任払い事業者登録の届出書を小牧市に提出してください。届出書を提出さ

れてから約１週間で事業者登録承認通知書を小牧市より発送いたします。なお、受領委任

払い事業者登録承認日は、原則小牧市より事業者登録承認通知書を発送する日となりま

す。   

小牧市に受領委任払い事業者登録をしていただいた事業所については、受領委任払い

事業者登録承認日以降に利用者に販売する福祉用具から受領委任払い制度による支給

申請をしていただくことが可能となります。 

  （ 例 受領委任払い事業者登録承認日が令和７年１２月１日の場合、令和７年１２月１日

以降に利用者に販売する福祉用具については受領委任払い制度による支給申請が可能。

１１月３０日までに販売した福祉用具については受領委任払い制度による支給申請不可。） 

     

令和７年１２月１日付の受領委任払い事業者登録承認日を希望される場合については、

受領委任払い事業者登録承認を円滑に行うため、特例として【令和７年１１月１７日（月）か

ら令和７年１２月１日（月）まで】の期間、令和７年１２月１日付の受領委任払い事業者登録

の届出書を事前に提出することを可能とします。ただし、事業者登録承認通知書の発送は

１２月１日（月）以降に順次発送いたしますので、ご承知おきください。 

 

（１）福祉用具購入費支給制度について 

ア 福祉用具購入費支給対象者 

・小牧市の介護保険被保険者 

・福祉用具購入日（実務的には領収書記載の日付）時点で要介護（要支援）認定を

受けている方 

 

イ 対象種目 

・腰掛便座 

・入浴補助用具 

・自動排泄処理装置の交換可能部品 

・簡易浴槽 

・移動用リフトのつり具の部分 

・排泄予測支援機器 
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令和 6 年 4月から、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。 

【選択制の対象となる福祉用具】 

・固定用スロープ（頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持

ち運びができる可搬型のものは除く） 

・歩行器（脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車

輪・キャスターがついている歩行車は除く） 

・歩行補助杖（カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホ

ームクラッチ及び多点杖に限る） 

 

ウ 支給対象の額 

    利用者の介護度に関わらず、介護保険対象となる福祉用具を年間１０万円を限

度（４月～翌年３月までの１年間）として、負担割合証に記載された負担割合が利

用者負担額となります。 

 ＜例＞利用者負担１割で、介護保険対象となる福祉用具を１１万円購入した場合 

→ 保険給付 ９万円（１０万円の９割） 、 

利用者負担額 ２万円（１１万円－９万円） 

   

a 償還払い 

被保険者が購入金額全額を特定（介護予防）福祉用具販売事業者に支払い、後日

被保険者（又は委任した振込名義人）に保険給付費が支給されます。 

 

b 受領委任払い（令和７年１２月より受付開始） 

被保険者が購入金額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額を特定

（介護予防）福祉用具販売事業者に支払い、保険給付費は、被保険者から受領に関

する委任を受けた特定（介護予防）福祉用具販売事業者（あらかじめ市へ登録され

ている事業者に限る）に、小牧市が直接支払います。 

※介護保険法の規定による保険給付の制限を受けている被保険者は受領委任払

い制度を利用できません。 

※被保険者の保険給付の制限状況や負担割合について、小牧市介護保険課へお

問い合わせいただいても回答いたしかねますので、必ず被保険者またはケア

マネジャーにご確認ください。 
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【受領委任払いの場合の利用者負担額計算方法】 

〇利用者が受領委任払い制度を希望する場合は、購入金額に負担割合証に記

載された負担割合（１割、２割又は３割）を乗じた額（１円未満の端数切り

上げ）を、利用者負担額として利用者から受領します。  

 

例 福祉用具購入金額が 1,234 円の場合（利用者負担割合：1 割） 

  利用者負担額 ＝ 1,234 円 × 1/10 ＝ 123.4 円 

 ≒ 124 円（１円未満の端数切り上げ） 

〇同時に複数の福祉用具を購入する場合は、個々の福祉用具ごとに利用者負

担額を算出します。 

 

例 福祉用具購入金額が 1,001 円と 2,002 円の福祉用具を各 1 個ずつ購入し

た場合（利用者負担割合：1 割） 

  利用者負担額 ＝ 1,001 円 × 1/10 ＋ 2,002 円 × 1/10  

         ＝ 100.1 円 ＋ 200.2 円 

 ≒ 101 円 ＋ 201 円（１円未満の端数切り上げ） 

＝ 302 円 

  

         〇福祉用具を購入することにより、同一年度内（４月～翌３月）に購入した福

祉用具の合計購入金額が支給限度額（１０万円）を上回る場合は、支給限度

額内の購入金額に負担割合証に記載された負担割合（１割、２割又は３割）

を乗じた金額と、支給限度額を超える金額の合計を利用者負担額として支払

います。 

 ※支給限度額（１０万円）を超える金額は、福祉用具購入費の支給対象にな

りません。 

 

例 すでに 95,555 円分の福祉用具を購入している利用者が、同一年度内に 

10,000 円の福祉用具を購入した場合（利用者負担割合：1 割） 

 （支給限度額内の購入費用）    ＝ 100,000 円 － 95,555 円 

 ＝ 4,445 円 （①） 

 （支給限度額を超える購入費用）＝ 10,000 円 － 4,445 円 

                                 ＝ 5,555 円 （②） 

 （利用者負担額） ＝ 4,445 円 × 1/10 ＋ 5,555 円  （①×1/10＋②） 

 ＝ 444.5 円 ＋ 5,555 円 

                    ＝ 5,999.5 円 

 ≒ 6,000 円（１円未満の端数切り上げ） 

 

 ※領収金額が福祉用具購入費の給付残高と齟齬がある場合、正しい金額での
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領収書の提出があるまで支給申請を受け付けることはできませんのでご注

意ください。（その場合、負担割合等は正しい金額を領収した領収日時点

で判定することとなります。） 

 

エ 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請の流れ 

※要介護（要支援）認定（要介護１～５又は要支援１・２）を受けていない方は、

要介護認定申請が必要です。 

①福祉用具購入について、事前にケアマネジャー等に相談する。 

↓ 

②福祉用具を購入し、支払いを済ませる。 

↓ 

③小牧市に居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書を提出する。 

※要介護（要支援）認定の新規申請中等に購入した場合は、認定の結果が出て

から申請してください。認定の結果が非該当だった場合は対象外となります。 

【提出書類】  

○福祉用具購入費支給申請書（償還・受領委任払い） 

〇購入した福祉用具のパンフレット 

○福祉用具購入に要した費用に係る領収書（原本・被保険者名義） 

※窓口で確認後、返却します。 

○医学的な所見が確認できる書類（排泄予測支援機器購入時のみ） 

↓ 

④審査後、支給決定となった場合、支給決定通知が届き、指定口座へ振込。 

（受領委任払いの場合は特定（介護予防）福祉用具販売事業者へ振込） 

・支払予定日は審査の関係上、早くて介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購

入費支給申請書を提出していただいた月の二ヶ月後の月末になります。 

・認定申請中（区分変更等）の場合は認定結果が出ないと給付ができないため支

払が遅延する場合があります。 

 

オ 福祉用具購入において注意していただきたいポイント 

a 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書 

・「購入日」には領収書日を記載して下さい。 

・「福祉用具が必要な理由」では以下の 4 点を確認していますので漏れのないよ

う記入してください。また、複数の用具を同時に購入する場合はそれぞれにつ

いて理由を記入ください。 

ⅰ 現在のお体の状態 

ⅱ できないことや改善したい内容 

ⅲ 購入する福祉用具 

ⅳ 福祉用具を利用することでどうなるか 
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（例）脳梗塞の後遺症で立ち座り動作時にふらつき転倒の危険性が高い。座面の位

置を高く設定できるシャワーチェアを利用することで安定して立ち座りが

できるようになる。 

    

b  購入した福祉用具のパンフレット 

・パンフレット等では申請書と合わせて以下の 3 点を確認していますので、全

ての記載があるかどうかをご確認ください。 

ⅰ 福祉用具名 

ⅱ 定価（申請する福祉用具の購入費用は定価（税込）以下である必要があり

ます。） 

ⅲ 製造業者名 

 

   カ 福祉用具の同一種目の複数購入・再購入について 

    福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入について

は、原則、支給の対象外となりますが、次に掲げる場合について、小牧市が必要

と認めるときは、例外として 1 度購入された同一種目の福祉用具であっても、支

給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。購入を

検討する際は事前に必ず小牧市介護保険課にご相談ください。 

 

〇複数個の利用が想定される場合（スロープ・杖・浴槽台など、利用者の身体

状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるもの） 

※複数個購入する場合は、申請書の「福祉用具が必要な理由」に複数個必要

な理由やそれぞれの用途等を詳細に記載してください。また、スロープにつ

いてはスロープの設置場所についても記載してください。 

 

〇利用者の身体状況の変化に伴い、福祉用具の性能や形状で支障がある場合 

 

〇福祉用具を長期間利用したことによる経年劣化で破損や汚損した場合（福祉  

用具を使用し続けることでかえって安全面に悪影響を及ぼす可能性があるも

の。※部品交換により使用継続が可能な場合は部品交換が優先されます） 

※故意に破損した場合や、短期間使用における汚れ・錆等による再購入は対

象となりません。 

※破損等により同一種目の再購入をする場合は、破損等の状況がわかる写真

を添付し、事前に介護保険課までご相談ください。破棄してしまった等の理

由で写真の添付ができない場合は、再購入の申請を受け付けることができま

せんのでご注意ください。 

 

キ オーダーメイドした福祉用具の購入について 
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既製品ではなく利用者に合わせてオーダーメイドした福祉用具を購入し申請

する場合は、下記の書類を提出してください。 

○福祉用具購入費支給申請書 

○福祉用具購入に要した費用に係る領収書（原本・被保険者名義） 

※窓口で確認後、返却します。 

〇見積書又は請求書（被保険者氏名をフルネームで記載してください。） 

※オーダーメイドの場合はカタログ等で定価を確認できないので販売価格 

の確認のため必要になります。 

〇オーダーメイドした福祉用具の写真（写真内に撮影した日付入） 

〇カタログ（製造業者名がわかるもの） 

 

  ク 特定（介護予防）福祉用具販売事業者について 

    福祉用具購入費の支給対象となるのは、都道府県知事から特定（介護予防）福

祉用具販売の指定をうけた事業者から購入した場合のみです。購入前に必ず、指

定をうけた販売事業所かどうか確認してください。  
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１３ 福祉用具貸与について 

 

（１）福祉用具貸与について 

介護保険を利用した同一用具（同一種用具）の複数レンタルは原則認められませ

ん。ただし、利用者の体の状態を鑑みて他の方法を関係職種の方々で検討していた

だいた結果、複数貸与をすることが必要であると判断した場合は、検討した内容と

結論の記録を残した上で利用することは差し支えありません。 

 

（２）軽度者への福祉用具貸与（例外給付）について 

軽度者への福祉用具貸与（例外給付）のフロー図及びよく質問される内容を QA 形

式でまとめました。 

 

 

「軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について」 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/fukushikaigo/1/16185.html 

 

（小牧市公式ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護＞介護保険＞軽度者に係る福祉

用具貸与の例外給付について） 
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その他、上記以外にも判断に迷うものがあれば市に随時ご相談ください。 

 

 

 

 

 


